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平成２６年６月１８日６月三次市議会定例会を開議した。

１ 出席議員は次のとおりである（２６名）

１番  岡 広小路 ２番 須 山 敏 夫 ３番 小 池 拓 司

４番 鈴 木 深由希 ５番 澤 井 信 秀 ６番 齊 木 亨

７番 桑 田 典 章 ８番 山 村 惠美子 ９番 宍 戸 稔

10番 保 実 治 11番 池 田 徹 12番 新 家 良 和

13番 福 岡 誠 志 14番 岡 田 美津子 15番 杉 原 利 明

16番 亀 井 源 吉 17番 伊 達 英 昭 18番 國 岡 富 郎

19番 大 森 俊 和 20番 竹 原 孝 剛 21番 平 岡 誠

22番 小 田 伸 次 23番 林 千 祐 24番 久保井 昭 則

25番 助 木 達 夫 26番 沖 原 賢 治

２ 欠席議員は次のとおりである

な し

３ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２６名）

市 長 増 田 和 俊 副 市 長 高 岡 雅 樹

副 市 長 津 森 貴 行 総 務 部 長 藤 井 啓 介

特命プロジェクト 堂 本 昌 二 財 務 部 長 部 谷 義 登推 進 部 長
産 業 部 長

地域振興部長 福 永 清 三 兼 農 業 委 員 会 上 岡 譲 二
事 務 局 長

福祉保健部長 森 田 和 利 子育て支援部長 瀧 奥 恵

教 育 長 児 玉 一 基 教 育 次 長 白 石 欣 也

建 設 部 長 花 本 英 蔵 水 道 局 長 坂 本 高 宏

総 合 窓 口 市民病 院部
岡 本 一 彦 山 本 直 樹センター部長 事 務 部 長

君 田支 所長 児 玉 義 徳 布野支 所長 奥 川 利 裕

作 木支 所長 加 藤 良 二 吉舎支 所長 木 屋 繁 広

三良坂支所長 片 岡 法 生 三和支 所長 細 美 好 宏

甲 奴支 所長 内 藤 かすみ 企業誘致課長 森 本 純

選挙管理委員会
上 野 哲 之 監査事務局長 落 合 裕 子事 務 局 長

４ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名（５名）

事 務 局 長 大 鎗 克 文 次 長 吉 川 一 也

議 事 係 長 才 田 申 士 政務調査係長 明 賀 克 博

政務調査主任 瀧 熊 圭 治
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５ 会議に付した事件は次のとおりである

日程番号 議案番号 件 名

一 般 質 問

小 池 拓 司

第 １ 桑 田 典 章

竹 原 孝 剛

大 森 俊 和
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平成２６年６月三次市議会定例会議事日程（第４号）

（平成26年６月18日）

日程番号 議案番号 件 名

一 般 質 問

小 池 拓 司……………………………………………………… 209

第 １ 桑 田 典 章……………………………………………………… 223

竹 原 孝 剛……………………………………………………… 238

大 森 俊 和……………………………………………………… 250
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

――開議 午前１０時 ０分――

○議長（沖原賢治君） 皆さんおはようございます。

傍聴者の皆様には、大変お忙しい中お越しいただきまして、まことにありがとうございます。

本日は一般質問の３日目を行います。

ただいまの出席議員数は26名であります。

これより本日の会議を開きます。

本日の会議録署名者として、大森議員及び國岡議員を指名をいたします。

この際報告をいたします。

本日の一般質問に当たり、小池議員からパネルを使用したい旨、事前に申し出がありました

ので、これを許可しております。

なお、パネルの内容については、資料として配付をしておりますので、よろしくお願いをい

たします。

以上で報告を終わります。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

日程第１ 一般質問

○議長（沖原賢治君） 日程第１、これより一般質問を行います。

順次質問を許します。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） ６月定例会一般質問も最終日となりました。最終日トップバッターを務め

させていただきますのは、清友会、小池拓司でございます。

お許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を始めたいと思います。

まずは、観光意識の醸成による箱物脱却や民間の支援についてでございます。

市の財政的な理由も含め、現在の観光交流の方向性として、取り組みとしてはだんだんハー

ド面からソフト面へ移行している傾向にあります。現在の三次市でもさまざまな観光交流につ

いての取り組みがある中で、だんだんとソフト面に対する力づけというのが大きくなってきて

いるように思えます。

お隣、庄原市では、オープンガーデンという取り組みが行われており、人気を博している取

り組みでございます。庄原市の取り組みとしては、なかなか三次市に比べますとソフト面に関

する事業、取り組みというのがかなり発達しておりまして、その取り組みに参考になるところ

がかなり多いところがあると思います。

まずはお尋ねします。

庄原市のオープンガーデンの取り組みに対して、現在三次市ではどのような把握、考察がな

されておるのでしょうか。
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（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 隣町の庄原市では、各民家の庭といいますか、そこのオープンガ

ーデンということで取り組みを進められておりまして、大変すばらしい取り組みだろうという

ふうに思っております。その影響もあってか、きのうですか、発表されました広島県の観光客

数においても、庄原市さんのほうでも観光客が伸びておるということで理解をしております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） ただいま御説明にあったように、一般の民家を開放して、お客さんに来て

もらって、庭を見てもらうというすばらしい取り組みでございます。

現在、平成23年度の参加者数は、春と秋を含めまして、開催日数は11日、参加者数は１万

7,400人、直近のデータによりますと、平成25年春から秋34日の中で、参加者数は４万900人と

なっております。ハードに一切頼らずに観光交流のイベントができている事例というのは、私

は、この周辺を見渡しても、このオープンガーデンの取り組みというのは大いに参考にすると

ころが大きいと思います。私は何もこのオープンガーデンの取り組みをそのまま三次市に持っ

てきてほしいと申しているわけではなくて、このような民間が主体となり、市内全域にわたっ

て取り組みを波及するようなイベントなどの実施は、現在三次市では考えられておられないの

でしょうか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

上着をとられて結構でございます。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 今議員御指摘のように、既存の民間施設、自然、文化、文化財等

にスポットを当て、活用すべきであるというふうに考えております。

本市の特徴的な取り組みといたしましては、現在三江線モニターツアーによります梅もぎ、

ブッポウソウ、川遊び、梨狩り等々のテーマに体験を中心とした企画で集客を図っております。

その他、国道54号活性化事業では、島根県飯南町と連携をし、道の駅スタンプラリー等も取り

組みを進めておるとこでもございます。

北部で君田、作木、布野町の北部３町が中心となって取り組みを進めておりますモニターツ

アー、これは地域のそれぞれの地理、特色を生かして、三次ふるさと紀行と題して４コースを

設定をいたしましたけれども、キャンセル待ちが出るほどの人気ツアーでございます。先般も

梅もぎ体験募集をしましたけれども、６月15日、満杯でございまして、急遽来週、第二弾のツ

アーを実施をすることになりまして、これも満杯でございます。

また、南部４町でも皆がよし三次プロジェクト推進協議会が中心となって、食をテーマにイ
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ベントなどの企画をされておるとこでもございます。三次市観光公式サイトには、三次市に既

にある魅力、資源をつなぎ合わせて、モデルコースもつくり、掲載をしております。今後とも

全市を挙げて、全ての観光にかかわる人々とともに、効果的な情報発信、また取り組みを進ん

でまいりたいというふうに思っております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 箱物に頼らない観光交流のあり方としては、どうしてもそこの情報発信と

いうところがネックになってくるだろうと思います。

庄原市観光協会の場合ですと、このような封筒の中にいろいろな市の取り組み、イベントな

どが書かれたものが書かれております。例えば、オープンガーデンで言いますと、このバスパ

ック、民家を開放するわけですから、駐車場というのはなかなか一般の家ではたくさん準備で

きない中で、このようにさまざまなところからバスツアーとして、もちろん三次も中には含ま

れておりまして、オープンガーデンに来てもらえるように取り組みが行われております。そし

て、この情報発信、例えばオープンガーデンではこのようなものだったり、里山体験ではこの

ようなものが一緒に同封されてきておりまして、情報発信力というのはこれはかなりのものを

持ってると私は思います。

一方、三次市はどうかといいますと、私は、青年会議所の取り組みで他の地域、市町の商工

会議所や支所、市役所に回るわけですけれども、庄原市のものはたくさん並んでる中で、三次

市のものといいますと、備北観光ネットワークの取り組まれている庄原市と三次市の連携のも

のであったり、国道54号、島根と連携してやっているものであったり、なかなか三次市独自の

ものというのが中に示されておられないと思います。しかも、その庄原市と連携した備北観光

ネットワークの中を見てみますと、やはり庄原のほうは里山の体験交流をモチーフとしたもの

がかなり根強く、個人の顔が見えるものとなっております。

一方で、三次市はどうかというと、ワイナリーであったり、いまだに施設にメーンになって

おりまして、毎年見てみますと、やはりかわりばえが弱いのかなという印象を持つのですが、

いかがお考えですか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 本市も観光公式サイトに統一したＰＲを昨年度からやっておりま

すし、ＰＲの冊子といいますか、そういったものも庄原市にも負けないものの取り組みをして

おります。ただ、本市では、個人の顔が写ってないということについては、基本的な観光戦略

の違いがそこにあらわれているものというふうに考えております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。
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〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） その基本的な観光戦略の違いとはいかなるものでしょうか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 私どものオール三次観光推進戦略というものを現在定めておりま

して、現在ステップ２に移行しております。やはりこういった尾道松江全線開通をにらみ、そ

ういった広域的な拠点の中で、現在福山、尾道、また四国も標準に合わせて、やはり三次を体

験していただく、刺激となって体験したものというところで、そういった開通インパクトを生

かしながら、瀬戸内、またそういった既存の産品、グルメ、そういったものも含めて、体験型

のサービスも含めて取り組みを進めておるというとこでもございます。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 私も幾つかのこの庄原市の里山オープンガーデンの開放されている庭に行

かせていただきまして、一番驚いたことは何かといいますと、主催しているその地域の人たち

が自分の庭を来てもらってうれしい、きれいになると喜んでおられるということでした。民間

の力を得る中で、私は、最初、てっきり行政がこのような取り組みをすると地域住民の負担に

かかって、なかなか地域住民は楽しめないんじゃないかと不安に感じて、幾つかのところを回

らさせていただいたわけですけども、案外参加者も喜んでいただいておりますが、その主催者

の方がかなり力を入れておられる。市の助成としましては、例えばこの観光交流のパンフレッ

トなどがメーンでございまして、そのオープンガーデンをされている家にはそこまで補助をし

ていないというのが現状でございます。

先ほどお話しさせていただきました１万7,400人の参加者がありました平成23年度、このと

きに庄原市が負担した金額というのが大体120万円、一方で平成25年度になりますと、参加者

数が約４万900人にふえとるわけですけれども、市の負担金としてはその倍以上お金はかけて

おるわけですけども、それも観光交流の取り組みとしては全体的に見ますとかなり少ないもの

だと思います。このような少ないお金で地域の方が喜び、また地域のコミュニティが構築でき

るような楽しいイベントが三次市ではまだまだ名前が出せるほどのものができていないのだと

危惧しておるわけですけれども、何かお考えがあればよろしくお願いします。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 繰り返しの答弁になるかもわかりませんけども、北部３町含めて、

モニターツアーを含めて取り組んでおります。これは体験型ツアーということで、地域の皆さ

んも大変喜んでいらっしゃいますし、交流ということについても、例えば庭といいますか、裏
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になっていた柿が干し柿をつくることによって地域の方々が高齢者の皆さんも含めて大変喜ば

れたというような活動の取り組みも、交流のことも聞いております。本市についても、体験型

ということで市の予算をかけずに実施しておるそれぞれの地域の魅力、資源をつなぎ合わせた

モデルコースもつくっておりますので、そういったとこも今後含めて情報発信をしていきたい

というふうに思っております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 引き続きその情報発信に力を入れていただきたいと思います。

また、他の市町をめぐる際に、例えば三次の観光パンフレットが少ないだとか、あとバスツ

アー、特に三次市の場合は駐車場の面がかなりネックとなる部分が多ございますので、さまざ

まな地域、バスツアーを組めるような取り組みというのを期待しております。

それでは、次の質問に行きたいと思いますけれども、一方で三次市は、自然観光資源の中で

は桜をメーンに推し進めている取り組みというのが数多くございます。三次市総合計画でも今

後桜の苗木をさまざまな地域に植えていきたいという方向性が示されております。その桜を植

える取り組みに関して、大体幾らぐらいのものをどのぐらいの規模で現在計画されているので

しょうか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 花の里づくりの事業でございますけども、これは三次市総合計画

において、美しい景観を後世に伝える環境づくりの取り組みの一つとして位置づけ、桜を中心

とした樹木の植栽を行い、四季の感じ合えるまちづくりを行いたいということで取り組みを進

めておるとこでもございます。具体的には今後実行委員会を組織をしまして、取り組んでまい

りたいというふうに思います。現在計画をしております植栽本数は、３万4,400本を計画をし

ております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） ３万4,600本で「み・よ・し」ということで植えられようと考えられてお

るようですけれども、桜並木というのはすばらしいものではございますけれども、一方でその

管理、維持についてはいかがお考えでしょうか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 当然植栽、いわゆる苗の配付であるとか、そういった取り組みだ
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けでなく、やはり将来的な維持管理も含めて地域住民の皆さんと行政がともに行っていくもの

であろうというふうに考えておりますので、維持管理等の内容、検討についても、今後実行委

員会において具体的に検討してまいりたいと思っております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 最終的にその３万4,600本の、３万4,400本、３万4,600本、書き間違えて

ました、の木を育てるに当たって、例えばソメイヨシノという樹種では、平均年齢が大体他の

桜に比べて低い樹種になりまして、いろいろな地域でも戦後植えたソメイヨシノが枯死する、

枯れてしまうという現象が見られております。その中で維持管理を考えますと、例えば根元を

掘り返すエアスコップを導入して、栄養と空気があるような土を適宜補完してあげたり、樹木

医、木のお医者さんに診てもらうような取り組みというのが必要となってきますが、大体幾ら

ぐらい予算がかかるものと検討されておるのでしょうか。

また、その取り組みは、桜が生き続ける間ずっと行っていかなければならないという決意が

あっての取り組みでございましょうか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 桜の樹種につきましては、今後実行委員会をつくりますけども、

その中の構成員に専門知識を備えた団体であるとか、経験者の方に参加をしてもらうことによ

って、この三次の気候、やはりそして地質に合ったそれぞれ最適なものを検討、選定をしてま

いりたいというふうに思っております。

また、維持管理につきましても、当然今後想定できますものについては、実行委員会の中で

地域住民と行政がどのような役割分担ができるかというとこについては協議をしてまいりたい

というふうに思います。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） やはりその取り組みは無責任となってしまう可能性も多くあると指摘させ

ていただきます。

今三次市に植えられてる桜は、健康状態はどのような状況だと考えられますか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 三次市全体の桜というイメージでは捉えておりませんけども、ご

く対象的なのは尾関山の桜があろうかというふうに思います。尾関山の桜といいますのは、現
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在約でございますが、約540本あります。これは指定管理者の中で、いわゆる剪定であるとか、

また施肥であるとか、そういったものもしていただいておりまして、枝打ちもしていただいて

おりまして、そういったところで維持管理ということで取り組みを進めておるというのが現状

でございます。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 尾関山ではさくら祭が有名で、私も今回参加させていただきました。ちょ

うど親水公園の親水マラソンの日に関連イベントを、もともとさくら祭の関連イベントとして

親水公園のマラソンが行われております。観光交流の考え方から見ますと、なかなか同時にイ

ベントが実際に機能して、相互関係としてあるのかどうかという疑問はございますけれども、

尾関山の桜を見たその日に、私は大学生を連れて尾道松江道を島根方面に向かいまして、木次

の桜を見てまいいりました。木次の桜というのは、私のようなまだ一度も見たことのない人が

入っていっても、駐車場にすぐ向かえるように誘導してございまして、さらに木を見ています

と、高齢樹木でもさんさんと花を咲かせている。管理が行き届いている状況というのがわかり

ました。

一方、尾関山も力は入れていただいてはおるわけですけども、高齢樹木、メーンとなる桜、

ぱっと目につくようなインパクトを持ったもの、そのようなものがまだまだ成長段階、またそ

れを見て回れるようなルートというのが未開発なんじゃないかと思いましたが、そのところに

ついていかがお考えでしょうか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 木次の取り組み、地形的にも川沿いにあるということで、非常に

歩きやすいということと、本数的にも尾関山の倍といいますか、1.5倍、800本ぐらいあるとい

うことでございますので、かなり見応えはあろうかというふうに思います。木次と尾関山を比

べるということではなく、本市としても、さくら祭を中心に尾関山の桜ということで周遊をし

ていただくように絶えず管理もしておりますし、植栽のほうについても、シニアライオンズク

ラブのほうでかなり植栽を協力いただいておりますので、今後ともそういった尾関山の管理に

ついて取り組んでまいりたいというふうに思っております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 比べるのではなくと言われましたが、やはり島根の木次の桜を見てみます

と、高齢樹木が勢いがある。私は、他の地域で、昔尾関山の桜がきれいで、ことしも行ってみ

たんじゃが、余り勢いがなかったと残念がられる方がおりました。昔は尾関山というと、私は
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Ｉターンなのでよくわかりませんけれども、尾関山を見たら、もうピンクに見えるぐらい花が

元気、勢いがあったと言われております。

そう感じられた三次以外の方が今回尾関山を見られて残念に感じられたということに関して、

私自身、市としてさらに力を入れてもらいたい。特に新しく木を植えるという取り組みも決し

て否定するわけではございませんけれども、今ある木をどう管理していくか、維持していくか

について、さらに力を入れていただきたいと申し上げます。特に小学校や中学校、周辺にも桜

の木というのは植えられておりまして、これらの木に関しては余りチェックが行き届いてない。

ともすれば、倒木の危険性さえあるようなところも中にはございます。これらの木に関して、

高齢樹木になったときにさんさんと花を咲かせるような管理というのはできないのでしょうか。

（市長 増田和俊君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 増田市長。

〔市長 増田和俊君 登壇〕

○市長（増田和俊君） 新たに総合計画の中で花の里みよしの構想を打ち出してきました。これは

決して今おっしゃるように行政だけがそれを実現させることは到底できないわけで、これはや

はり市民の皆さんと、また行政一体となって、議会の皆さんを含めてでありますが、一体とな

って後世に残る景観をつくっていこうということを打ち出しておるわけでありまして、そのた

めには将来に担っていくであろう小池議員さんも力を入れてやってもらいたいと思いますし、

また三和町においては、よそもすばらしいところは当然あることは承知もしておりますが、同

じ市内の中でも三和町においても、千本桜として25年の歴史の中で、これはまさに住民の皆さ

んの力で今引き継いでもらっておりますし、またある地域では一人の力で3,000本の植栽をし

て、10年の歳月をかけて3,000本植栽された、そういう方も現実にあるわけでありますし、三

次市内には古くから桜というのは三次の木も桜ということでありますし、尾関山、御指摘のよ

うに、これも今すぐ我々も具体案を持っておりませんが、やっていこうじゃあないですか、ね

え。力を入れてやっていきたいと思いますし、また灰塚の湖畔を含めて全市的に取り組んで、

今３万4,400ということで「み・よ・し」という中で今目標をしておりますが、それは10年か

かるか、20年かかるかわかりませんが、将来の三次をつくっていこうじゃないですか。そのた

めに今回実行委員会もつくらせていただいて、桜がいいんか、もみじも加えと、何を加えとい

うこともなろうかと思っておりますから、我々は柔軟に思っております。市民の皆さんととも

に景観整備、これからまさに時代が来たなと思っておりますから、入り口論で頓挫しないよう

に、ぜひ突撃していけるように、小池議員にもバックアップしてもらいたいと心から願って、

答弁としたいと思います。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 花をメーンにまちづくりを進められるということは、今の里山の文化を考

えますと、非常に有意義なことだと思います。ぜひ我々で力を合わせて頑張っていきたいと考
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えております。

また、やはり私が気になるのは、高齢樹木の管理というところでございます。千本桜、三千

本桜、例えば先ほどの三和の事例だと、25年が経過したという話でございますので、大体ソメ

イヨシノの寿命が来ますのが、残り40年から50年ぐらいで、大体老朽化が激しくなってくる。

この時期に例えば三和の中だけでの管理だと、割とすぐ管理もしやすいと思いますけれども、

三次全体に今回提案されております数の桜が植えられた際に、やはり寿命を迎える時期という

のが重なってしまう傾向にあります。

そこで、御提案させていただきたいのは、数多く植えるわけではなく、ソメイヨシノ以外の

樹種、例えばオオヤマザクラやエドヒガンなどという樹種も500年から600年の寿命を持つ樹種

でございます。これらの桜１本あれば、1,000本の桜にもまさるほどの集客力と、また人にイ

ンパクトを与えることができると私は考えております。ぜひとも今後取り組まれる桜の取り組

みに関しましては、数ではなく品質、クオリティーで勝負していただきたいと考えるわけです

が、いかがお考えですか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 当然植栽本数に限ったことではなく、それぞれの地域、特性があ

ろうかというふうに思いますし、300年、400年樹齢のある山沿いでの桜というのもございます。

そういった面で、各地域でそれぞれの植種といいますか、適当な樹種が考え方があれば、それ

も否定するものではないというふうに思います。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 高齢樹木というのは、地域に１本あればそれだけで強烈なインパクトを与

えるというのは先ほど申させていただきました。たとえ枯死しても、400年、500年地域を見守

り続けた木というのは地域の守り神となりますし、実際布野の道の駅にも400年以上樹齢をと

っているエドヒガンがいまだに枯死したものではございますけれども飾られて、地域の方のシ

ンボルとして定着しているところでございます。10年、20年先というと、ソメイヨシノあたり

なら10年、20年先にきれいな花を咲かせますが、その後のことをやはり考えていかなければ、

まちづくりとして大変な負債を後世に残すことになる。倒木のおそれがあれば、やはり樹木医

に診てもらったり、場合によっては選別し、樹種を少なくするような取り組みとか、いろいろ

な方法が考えられると思いますので、ぜひとも力を入れていただきたいと思います。

また、先ほど桜に限らずほかの木に対しても植樹の取り組みが考えられているということで

ございました。平成12年の東京都の予算では、街路樹５万本を診断するという取り組みが行わ

れておりまして、多大な金額が費用として計上されました。その金額は7,000万円ということ

で、街路樹だけでも7,000万円ほど診断やその後の処理にお金がかかるものとなります。でき
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れば私としては、他の地域にない珍しいものや貴重なもの、これらに対して手厚く三次市のシ

ンボルとして育てていってもらいたいという思いがございまして、今回一般質問させていただ

きました。

今後の取り組みとして、まだまだ市は多くの数のソメイヨシノを植えられようと考えられて

おると思うわけですけれども、もう一度熟考されて、100年後、200年後に我々が生きたあかし

としてその木が地域に立ち、多くの観光客でにぎわうようなまちづくりを考えられていただけ

たらと思います。

次の質問に移ります。

次の質問は、畠敷和知三次線に見る交通安全についてということで質問させていただきます。

御存じの方も多いかもわかりませんが、現在、和知三次線の交通量というのはかなり混雑し

ている状況にございます。尾道松江線高速道路が開通以後、１日当たり大体1,000台ふえ、交

通事故のほうが倍に膨れ上がっているという現状にございます。三次市全体での交通事故、物

損事故、人身事故を含めますと約1,700事故が起こっておる中で、和知三次線開通後、三次市

は、人身事故に関しては数が全体を通すと減ってはいるわけですけども、この和知三次線に関

しては30から60の事故にふえておるという、こういう現状がございます。もちろん行政として

もかなり力を入れて整備をしていただいている路線でございますし、実際、建設部含め教育委

員会、かなり力を入れていただいて、私が相談しに行きますと、その日のうちに手をつけられ

て、悩んでいる地域をうまくしていただいたり、道路におきましては、色のついた道路整備の

ものや三次公安においてもかなり行政のほうから声かけをしていただいているという現状でご

ざいます。

しかし、今後の状況を見てみますと、市民ホールが供用開始となるのがことしの秋でござい

ます。現在の交通量の推移を見てみますと、大体交通量がふえている時期、特に夕方のラッシ

ュの時期に市民ホールの供用が始まれば、そのイベントなどによりさらに交通量が増すという

ことが予測されますが、このところについていかがお考えでしょうか。

（建設部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 花本建設部長。

〔建設部長 花本英蔵君 登壇〕

○建設部長（花本英蔵君） 小池議員のほうから、和知三次線の交通量の変化のグラフを示してい

ただきましたけども、やはり願万地交差点を中心に和知三次線の交通量は、きのう旭橋関係の

ほうで少し減っているというお話もいたしましたけど、願万地交差点のほうは、グラフでお示

ししていただいているように、確かにふえております。

議員おっしゃいますように、やはり市民ホールがオープンいたしますと、その利用をされる

お客様とかそういった関係で、やはり変化してふえていくと思っております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕
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○３番（小池拓司君） 私も公安に尋ねまして、てっきり地元外の交通量がふえましたので、地元

外の方が事故を起こされておるのかなあと思ったわけですけれども、実はこの交通量の変化に

より、事故を起こされているのは地元の方がかなりの多くの事例でございます。現在のところ、

日中間の事故が約９割、要するに夜に起こっている事故というのはたった１割ぐらいのものな

のです。ところが、それは今までの尾道松江線の交通量の変化で予測される部分ですので、例

えば通勤、通学に使われる時期に多いのかなとか予測はつくわけですけれども、市民ホールの

供用開始に至りましては、この交通量の変化では予測が全くつかず、夜間の事故というのがか

なりふえてくるだろうということが予測されます。できれば地域住民の心が変わるようなもの、

地域住民の心が変わらないと、結局のところ事故は起こり続けるという現状から、交通安全の

シンボルとして、例えば街路灯の設置、願橋付近はかなり明るくなってはおるわけですけれど

も、そこへ至る畠敷周辺の和知三次線というのはかなり暗い状況が続いております。これらの

ところに街路灯を設けることによって事故の啓発などにつながると思われるのですが、いかが

お考えでしょうか。

（建設部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 花本建設部長。

〔建設部長 花本英蔵君 登壇〕

○建設部長（花本英蔵君） 議員御指摘のように、和知三次線の事故は９割近くが朝を中心とした

昼間に起きているということで、それだけを考えますと、夜間の事故は少ないんで、街路灯は

余り設置する必要がないのかなということも考えられますけども、先ほどおっしゃいましたよ

うに、市民ホール等イベントが開催されるのは夜間にまたがることも結構多いと考えられます

ので、やはり夜間の事故対策として、警察、公安委員会と協議をしたり、検討していくことが

必要なのかなというふうに思います。

そして、和知三次線の状況を見てみますと、願万地交差点から四拾貫交差点まで街路灯がつ

いてるのが、ついてダブルで、交差点ごとですけども、交差点で横断歩道があって、街路灯が

ついてるのが６カ所あると思います。そのうち１カ所か２カ所は交差点の両側へ対角線上に対

でついてるとこがありますけども、そういったところをやはり中心に、一番街路灯を設置しや

すいのは交差点で、なおかつ横断歩道があって信号機が設置されてる、そういったところがや

っぱり候補としては一番つけやすいところなんですけども、そういうところも含めて夜間の事

故の状況等、警察と照会、協議しながら、そういうところで事故原因とかそういったものを分

析しながら、設置については課題として検討させていただきたいと思います。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 私も直接現場に立たせていただき、朝の通学路の交通安全から地域の皆様

を見させていただいております。子どもも通学で急ぎますし、大人も通勤時間、混雑する時期

が長くなりましたので、かなり急いでおられます。地域住民の声を拾いますと、なかなか市が
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やってくれない、公安がやってくれないという声は拾うわけですけれども、私は実際に今回調

査をさせていただきますと、行政のほうも行政でいろいろと手腕、頑張られておるなと思うわ

けでございます。また、県警のほうも、なかなか難しい中で、例えば交通安全のときに一緒に

出てもらったり、白バイやパトロールカーを巡回していただいたり、積極的に頑張っておられ

るところでございます。

一方で、公安の方に何が問題かと聞きますと、地域住民のルールが守られればええんじゃと。

つまり白線が消えているようなところは予算が置けない、信号機が不適切なところも幾つかあ

るわけですけれども、これについてもなかなか予算が足りないと言われております。

一方、市のほうはどうかといいますと、積極的に頑張っていただいてる中で、例えば街路灯

においても、街路灯をもし設置したときの電気代を未来永劫三次市が持つのかと懸念されてい

ることをお聞きしました。しかし、現在、現状としては、交通量増大とともに事故の件数が倍

になっとるような路線というのは三次市にないものだと私は思います。その中で、特例的に交

通安全のシンボルとして、幾つかの目に見えるものを置き、地域住民の交通安全に対する意識

を高めることはできないでしょうか。市民の感情としましては、今市が一所懸命舗装工事をし

ていただいている和知三次線ではございますが、目に見えてインフラストラクチャーのレベル

アップが実感できない。下水道も今後市民ホールのところから和知三次線に基礎が入るわけで

ございますけれども、これに関してもやはり実際に目で見てわかるものではない。目で見てわ

からないから事故の数はなかなか減らないのじゃないかと私は思うわけですが、市の検討をお

伺いいたします。

（建設部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 花本建設部長。

〔建設部長 花本英蔵君 登壇〕

○建設部長（花本英蔵君） 議員先ほど市の対応についてある程度評価をしていただいたというふ

うに感じております。和知三次線に対する市の取り組みとしては、まだ事故が増大したという

ことは謙虚に受けとめる必要があると思いますが、やはり三次市内で県道で各交差点、３つ続

けてとか、そういったところにカラー舗装を施して、横断歩道はブルーに塗って、自転車通行

帯も白とブルーで注意喚起を促すと、そういったところはございません。ということを見てい

ただくだけでも、やはり不十分だというふうにとっていただくのではなくて、さらに考えては

まいりますけども、市としてはかなりのものをそこへ投じているというふうに感じております。

例えば、尾道松江線が26年度末に開通するということで、平成８年度から2,800メートルの和

知三次線の歩道を順次整備してきました。残り四拾貫と畠敷分かれの80メーターが残っており

ますけども、これもできれば今年度のうちに工事完成をさせていただきたいと、地権者の方の

御協力をいただいてと、そういうふうに考えております。

それから、もともと御存じのように和知三次は農免道ですから、舗装構成が弱い。おっしゃ

るようにこれだけ通行量がふえれば耐えられるものじゃないということで、ずっと東インター

のほうから西へ向いて舗装の改築工事をやってきました。あと旭橋へ向けて残りが900メータ
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ーぐらいですけど、そういったところも目に見えないところもやっておりますので、そういう

ところも感じていただきたいと思います。

それで、これからの対応ですけども、交通事故防止対応につきましては、先ほども申しまし

たけども、三次警察署と協議し、そういったところで事故の原因とか状況を突きとめて、連携

して調査、検討したいということで、街路灯についても調査、検討をさせていただきたいと思

います。

それと、先ほど申し上げたように、街路灯はどこでもつけられるというもんじゃないですけ

ども、ある程度先ほど申しました交差点、横断歩道、信号機とかそういった要素が絡まってく

ると検討の余地があると思いますので、警察とも協議し、検討させてください。

さらには、先ほどから舗装とか、交差点のカラー舗装とか、歩道設置とか申してますけども、

それらに加えて警察と協議する中で、この前すざわ小児科の入り口で事故がありましたけども、

そこも地元の皆様あるいは保護者の方、ＰＴＡ、議員さんももちろんそうですが、警察のほう

へ行って、何とかこの信号機を点滅だけじゃなくて、朝夕の登下校の時間帯、通常の信号機の

システムにかわらないかという御要望もされました。そういうことで、私ら土木課のほうも子

ども議会で御要望いただいたんで、同時に要望したと。そういう成果が実ったということもあ

ります。

ハードの部分では、土木課のほうで、前にも申しましたけど、そこへベンガラ色のカラー舗

装をして注意喚起を促したと。それから、路面標示でまた注意喚起を促す。さらには道路の路

肩へ札を立てて、交差点あり、危険ですよといった注意喚起もしたと。そういったものをやっ

ぱり随所に取り入れるということで、地域の皆様とお話をしながら、警察も含めて、議員さん

も含めていろんな知恵を出していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） ここからはなかなかソフト面になりますので、答弁が難しいかはわかりま

せんけれども、やはり今言われた市が頑張られてるところ、または手の届かないところ、逆に

公安が頑張られてるところ、公安が手が届かないところというのが市民からなかなかわからな

い状況にあります。なので、市からすれば何もしてもらってないという言われ方をする。市が

本気になって地域で交通安全を取り組めるような状況が整わなければ、今後の市民ホールの供

用開始と尾道松江道全線開通によりさらなる交通量の変化があると考えられますので、ぜひこ

のさまざまな団体が協議する場というのが必要となるのではないでしょうか。特に三次市では、

自動車学校も多くございまして、自動車学校の卒業生もこの地域にかなり多く住まわれている

と思います。そのような団体も含めていろいろな場面で協議して、やっぱり地域は地域で交通

安全守っていかなければいけないという意識を高める場というのが必要となってくると思いま

す。この件に関してはなかなかすぐには難しいこととは思いますけれども、ぜひともそこの中

軸、中心となるところを市でお願いすることはできないでしょうか。
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（市長 増田和俊君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 増田市長。

〔市長 増田和俊君 登壇〕

○市長（増田和俊君） 建設部長が今答えましたように、ハード面含めた市としての対応も順次進

めさせていただいておりますが、おっしゃっていただきますように、県道の和知三次線は、全

線開通あるいは市民ホール完成後のいろいろな面で交通安全に我々も懸念をいたしております

から、今おっしゃったようなソフト面で、特に子どもたちに係る点については、学校を含めた

交通安全意識の高揚、さらには法規制による遵守、そこらの徹底をどのようにするかというこ

とは、教育委員会含めて行政としても検討してまいりたいと思っております。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 交通量に対する質問においては最後になりますが、やはり具体的数値で、

例えば今の事故の件数を尾道松江道開通前までの30までに戻すだとか、そのような数値目標が

あれば、我々市民としてもその目標に向かって走っていけると考えております。具体的数値を

伴った取り組みに関しては、市のほうでいかがお考えでしょうか。

（建設部長 花本英蔵君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 花本建設部長。

〔建設部長 花本英蔵君 登壇〕

○建設部長（花本英蔵君） 交通事故の件数の具体的数値に対して、私がお答えするのはちょっと

十分なお答えができないかと思いますけども、数値目標というのは、やはりあくまでも事故ゼ

ロというのが目標と。それを目指して道路環境の整備やあらゆる機会を捉えて啓発活動を行う

ことが重要だと認識しております。今後、これまで合同点検とか、学校、それから警察、道路

管理者といったところで、京都の事故を受けて合同点検をやってきました。そういったところ

の組織をベースに定期的な合同点検などや地域連携を含めた具体的な安全対策を検討したいと

考えております。

（市長 増田和俊君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 増田市長。

〔市長 増田和俊君 登壇〕

○市長（増田和俊君） 少し補足をさせてもらいたいと思いますが、子どもたちを中心にしました

ら、学校とか教育委員会ということでありますが、決して子どもたちだけでなしに、地域住民

の皆さんがそういう被害にこうむってもらってはいけませんので、住民自治組織を初め自治連

の皆さんや交通安全に係る皆さんとも相談をさせていただきながら、そうした交通事故あるい

はとうとい命が犠牲にならないような対応を考えていかなければならないなと思っております

から、補足をしておきたいと思います。

（３番 小池拓司君、挙手して発言を求める）
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○議長（沖原賢治君） 小池議員。

〔３番 小池拓司君 登壇〕

○３番（小池拓司君） 貴重な補足ありがとうございました。

平素より花本部長、白石教育次長も、最近は通学路の面で非常に動いていただきまして、私

としてもこの畠敷の交通事故数減らすために毎日思案しておるところでございます。皆さん御

協力いただきながら、地域の交通安全と、さらには尾道松江道を心臓部としますと、畠敷和知

三次線は大動脈のような重要な路線でございます。この大動脈が今高血圧症、車の数が多くて

動脈硬化を起こしとる状況にあります。このような状況が続くと、和知三次線だけではなく、

三次市全体のところで事故がふえたり、または経済活性化に結びつかなかったりというような

非常に残念な結果となってしまいます。この和知三次線に関してさらなるお力添えをお願いし

て、私の一般質問終了させていただきたいと思います。御清聴ありがとうございました。

○議長（沖原賢治君） 順次質問を許します。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 清友会の桑田でございます。

お許しをいただきましたので、通告に従って質問をさせていただきます。

今回は３点ほどお聞きしたいわけですが、２点はまだ国が執行しておりませんので、今の現

状の思いやら、様子やらをお答えいただき、私からの提案もさせていただきたいと思います。

最後に財政については質問するんですが、これは私の気になるところを質問させていただき、

最後に考えや思いを述べさせていただきたいというふうに思います。

それではまず、１点目ですが、防災、減災へビッグデータを活用する展開について質問をさ

せていただこうと思います。

これまでにも例えば避難の関係につきましては、避難を呼びかけるとか、避難をするのを支

援するとか、また避難場所とかという質問だったんですけど、今回の質問は、政府が被害が広

域に及ぶ巨大災害について懸念される空白の時間があるんですよね、情報に。それについてそ

れを穴埋めするために有効な手だてとなるとして、昨年の６月に成長戦略に防災、減災へのビ

ッグデータを活用することを掲げまして、インターネット上のビッグデータを気象データに組

み合わせまして、避難情報を地方自治体や住民に素早く伝えるシステムを官民でつくることを

明らかにしました。この夏にも実験を始めて、2016年度をめどに実用化を目指すとしています。

地震や津波の際にスマートフォンの情報を使って利用者の位置を特定し、一人一人に最適な

避難情報を提供するシステムも同時に開発するとしています。分析した情報は、地方自治体な

どに提供し、テレビやラジオの放送、携帯電話への緊急速報メールなどで住民に伝達するもの

です。地震や津波の際の避難誘導システムでは、高台への避難路や交通渋滞の情報をスマート

フォン向けに提供するとしています。

そこで、お聞きしたいんですが、総務省が進めるビッグデータを活用した情報提供のシステ
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ムについて、三次市として現在どのようなことを期待されているのか、お答えいただきたいん

ですが。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） ビッグデータの活用につきましては、先ほど議員御紹介をいただいた

内容でございますけれども、具体的に総務省から内容の情報提供でありますとか、内容説明と

いうのはまだ現時点では行われておりませんで、我々としても新聞報道によってそのような国

の考え方というのを把握をしているというような状況でございますので、そういった意味では

総務省が考えられておられるシステムであるとか、内容等について、詳細に承知をしておりま

せんので、少しお答えがしにくい面もあるんですけれども、ただ新聞等で言われてるようなこ

とであれば、その情報をしっかり十分に活用ができると。そして、住民の皆さんへ伝達できる

といったようなことであれば、被害の軽減でありますとか、あるいはスムーズな避難行動等に

貢献するものと期待をしております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 震度５弱の地震があったときに、吉舎方面隊がその時点で吉舎支所へ集ま

ったわけですが、当然電話の回線等使えませんので、状況がわからない時間帯が30分ぐらいあ

ったと副団長のほうから聞いております。

三次市情報化グランドデザインの基本理念は、市民の幸せを目指した市民と三次市との協働

によるまちづくりで、基本目標は、『市民イキイキ「ｅ－都市みよし」』とされ、市民がＩＣ

Ｔを意識することなくイキイキとＩＣＴを活用しているまちと具体的になっており、これまで

の情報発信、提供手段に加え、メール配信システムなどの受動的に情報を入手できる手法やソ

ーシャル・ネットワーキング・サービスなどの活用も検討し、情報発信、提供機能の充実を図

りますと示されておられます。

そこで、お聞きするんですが、現在、三次市にビッグデータを活用したシステムがあるのか、

ないのか。また、例えば活用をこれからお考えになっておられるのか、お聞きします。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） 第２次の三次市情報化推進計画の策定時においては、現在言われてお

りますビッグデータの活用というのは想定をしておりませんでした。今後の部分でございます

けれども、このビッグデータの活用については、行政間でデータのフォーマット等の統一が全

てできているという状況ではないといったような課題でありますとか、あるいはさまざまなＳ

ＮＳ等を通じた情報でございますので、その情報の信頼性でありますとか、あるいはプライバ
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シーの問題であるとか、あるいはそういったさまざまなビッグデータを扱える人材、非常にス

キルが要求されるというような課題も指摘もされているような状況でございますので、そうい

った課題も踏まえて、総務省のほうでも今後しっかりと検討をされていくんだろうというふう

に、そこを期待をしながら、我々も期待を持って注視をしながら、活用が十分できるような形

になれば、当然活用をしていくといった考え方で注視をしてまいりたいと考えております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 行動計画にある環境分野では、災害発生時などの新たな情報伝達システム

の構築や災害予想図の拡充及び安全・安心にかかわる情報提供の拡充などに取り組むとして、

基本方針には地域防災計画に基づきＩＣＴの利活用により危機管理体制を強化し、ケーブルテ

レビなどを活用した地域の安全・安心にかかわる情報の迅速な伝達体制の確立を図ると記載さ

れておりますが、今部長の話をお聞きしたんですけども、今後、国や県の動向を見ながら、本

市も近い将来に三次市内の情報を収集して、集約して、スマートフォンへ災害や避難について

リアルタイムで情報提供することを提案しますが、どう思われますか。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） このビッグデータの活用につきましては、国も、あるいは全国的にも

まだ具体的な実用化というところまではいってない研究、検討段階という部分もかなりあろう

かというふうに思います。ただ、言われるように、このビッグデータを活用する可能性という

のは非常に高いものがありますし、特に広域の災害への親和性というのは高いという指摘もさ

れておりますので、すぐただいまの時点で市がビッグデータを上げていくとかということにつ

いては答弁ができないような状況ではございますけれども、この活用が国を挙げてできるよう

な状態というのを期待をしながら見守ってまいりたいと考えております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 先日、尾道道と松江道を使いまして島根県の鹿島町役場まで、今現在松江

市の鹿島支所になってるんですが、行きました。１時間45分ぐらいで行きました。それで、当

然鹿島町には島根原子力発電所があるわけですが、あってはならんのですが、避難が必要にな

った際は、今回行ったような所要時間で鹿島町のほうから三次のほうには避難していただくよ

うな時間ではもう到底無理だと思います。移動には大渋滞が必至で、三次市を走る国道を初め、

各道路の渋滞や混雑が発生し、交通事故等も考えられます。三次市としても避難をしなくては

いけないと思います。また、災害や避難のリアルタイムな情報提供等、避難誘導システムを組

み合わせれば、万が一のそのときには減災に結びつけることができるんではないかというふう
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に私は思うわけです。

それで、今回の避難情報を提供する際には、まず情報を受ける側がスマートフォン等のＩＴ

機器を操作することが絶対条件にはなるわけですが、先日大手新聞に、活用にはＩＴ機器が欠

かせず、扱いが苦手な高齢者や障がい者が情報から取り残されるおそれがあるというようなこ

とが記事になっておったんですが、ただこれを完全を考えたらこのことはもう実行するのは難

しくなりまして、まず実行して、不備な点を取り除く問題解決に臨むべきと考えます。

本市は、定住対策と交流人口拡大に向け挑戦されておるわけですが、万が一三次市にお越し

いただいたお客様が三次市民のように土地カンがあるわけでもなく、避難道路や避難施設を知

っておられるわけないはずです。交流人口拡大を進めながら、三次市にお越しいただいたお客

様の安全確保も考えておくべきと思うんですが、総務部長、どう思われますか。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） 災害等、現在でもホームページへ交通どめ情報でありますとか上げさ

せていただいているところでございますけれども、今後ますますＳＮＳも進歩していくだろう

というふうに思いますので、そういった伝達手段につきましては、やはりできるだけさまざま

な伝達手段を駆使しながら、正確な情報を伝えてまいりたいと考えております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） それでは次に、共通番号制度について質問させていただきます。

マイナンバー法が昨年５月に可決成立しました。マイナンバー制度とは、国民一人一人に

12桁の番号を割り当てて、氏名や住所、生年月日、所得、年金、税金などの個人情報をその番

号で一元管理する共通番号制度のことです。

平成26年３月の施政方針では、情報化に関する取り組みとして、社会保障・税番号制度に対

応するために必要な基幹業務システムの改修を行いますというふうに示されています。2016年

度１月からスタートする共通番号制度について、総務部で社会保障・税番号制度の準備をされ

ておると聞いています。

そこで、個人番号カードの内容と交付日について説明をしてください。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） 個人番号カードの内容についてでございますが、氏名、そして住所、

生年月日、性別、個人番号でございます。

なお、交付につきましては、希望者に対して平成28年１月から実施をされる予定でございま

す。
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（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） それでは、この個人番号カードの発行業務なんですが、市の直営でされる

のか、全て業務委託をされるのか、どちらのほうを今お考えですか。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） 個人番号カードの発行業務につきましては、地方自治体の共同出資に

よって設立をされました地方公共団体情報システム機構に一括委託をする予定でございます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 簡単でいいんですけど、一括委託された理由をお願いします。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） この一括委託をする予定でございますが、その理由でございますが、

カード発行等に要する費用の削減が図られること、そして個人番号カードの統一品質が確保さ

れることから、一括委託を予定をしているところでございます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） ６月３日に政府のＩＴ総合戦略本部の会合が開かれ、安倍首相は、2016年

にスタートするマイナンバー制度を活用し、国民にＩＴの利便を実感していただくことが必要

です。健康保険証などカード類を個人番号カードに一元化し、カード一枚で身近なサービスを

受けられるワンカード化、電気、水道の公共サービスの手続を一度にまとめて行えるワンスト

ップ化を2020年をめどに実施することとし、具体化に向けた作業を加速していただきたいとい

う指示をされました。

しかし、個人情報の流出に対する懸念もあります。割り当てられた番号は不変のため、一旦

情報が漏えいすると、いわゆる成り済ましによる被害が多発し、個人が大きな損害をこうむる

危険性があります。また、金融機関でも利用できるようにするなど、利用範囲を拡大すれば、

情報流出や不正利用のリスクも拡大します。

情報漏えい対策が必要ですが、ここでちょっとお聞きします。

個人情報の漏えい対策について、どこまで進んでいるのかということと、それと特定個人情

報保護評価について御説明していただけますか。
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（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） まず、特定個人情報保護評価についてでございますけども、こちらに

ついては行政機関の長等が特定個人情報を保有することでどのようなリスクがあり、そのリス

クをどのようにして軽減、緩和をしているかをみずからが評価するものでございます。先ほど

おっしゃったようないわゆる個人情報の漏えいとかといったようなリスクのことでございます

が、それについて具体的にどのように評価を行っていくかということでございますが、特定個

人情報保護評価については、対象人数でありますとか、あるいはその取扱者数等による判断に

基づきまして、評価の必要があると判断をされた業務でありますとか、あるいはシステムにつ

いて評価を行うこととなります。

特定個人情報の漏えい対策の制度上の保護措置が一つにはございまして、目的外利用の禁止、

法が規定をしない特定個人情報の収集、保管の禁止、国の機関である特定個人情報保護委員会

による監視監督などが法律によって規定をされているところでございます。

また、システム上の安全措置としては、個人情報の管理方法を特定の機関に集約をいたしま

す一元管理ではなく、国、県、市区町村、それぞれの行政機関が分散管理をする措置等がとら

れるということになっております。今御説明を申し上げたのは、国全体のあり方としてそのよ

うな法律等で規定をされたもので、具体的に今後の準備を進めていくということになってくる

と考えております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 十分に慎重な準備をしていただきたいというふうに思います。

生年月日や住所は自治体、年金番号は日本年金機構、税番号は税務署というように、行政機

関は国民の個人情報を各機関で個別に管理しています。そのため、システムの乱立によるコス

ト増と事務所の非効率化を招いています。この税番号カードで多岐にわたる個人情報を一つの

番号で管理ができるため、運用開始後は限りある人的資源や財源を本来振り向けられる住民サ

ービスに重点的に投入できる環境をつくり上げ、より一層の高い住民サービスの提供や行政コ

ストの削減と事務所の効率化を実現することで、さらなる行財政改革の推進になるものと私は

期待しております。

それでは、３番目の質問をさせていただきます。

次に、財政運営について質問させていただき、私の考えや思いを述べさせていただこうと思

います。

増田市長は、平成26年度の予算編成方針を昨年10月に各部局長を通じて職員に通知されまし

た。この予算編成方針は市のホームページに記載されてますので、当然市民の方や議員の方は

ごらんになっておられると思いますが、基本的な考えの中に、市民の幸せを実現するための生
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活最優先の予算編成を行う、政策の実現に向け、部局を超えた横の連携を図り、全庁体制で情

報共有による事業展開を図ると指示をされ、最後に、費用対効果を十分に検討した上で、その

財源は住民から預かっていることを念頭に置いて、主体性と自立性を発揮して、必要一般財源

の抑制に努めるものとするとされ、将来の三次市あるべき姿、将来像を実現するためにやるべ

く、施策、事業を選択と集中により積極かつ着実に実行していくものとすると指示されました。

そこで、増田市長にお伺いするんですが、将来の三次市のあるべき姿とはどのような姿を思

われてるのか、増田市長の思いを総論でお聞かせください。

（市長 増田和俊君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 増田市長。

〔市長 増田和俊君 登壇〕

○市長（増田和俊君） 三次市の将来に向けたあるべき姿というのを今桑田議員のほうからおっし

ゃっていただきましたように、総論の中でお答えを申し上げていきたいと思っております。

御承知のように三次市においては、まち・ゆめ基本条例の基本理念の中に市民の幸せという

のを掲げさせていただいております。そうした実現に向けて、第１次の１年前倒しをした中で

の第２次の総合計画を策定をしたところでございます。これはまちづくりの総合指針でござい

ますが、その中に２つ抱えさせていただいておると思っております。一つは、幸せを実感しな

がら住み続けたいまちというのが一点でございます。もう一点は、中山間地の未来を拓く拠点

都市・三次というこの２つを大きな大目標という形の中で抱えて、これから10年へ向けて、市

民の皆さん、また当然ながら議会の皆さんと一体となりながらその実現に努力をしていきたい、

それがまさにあるべき姿の最大の到着点でございます。

以上でございます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） ７月から開催される市政懇談会で、市民にしっかり財政運営について御説

明をしていただき、今言っていただいたことも含め、ケーブルテレビや広報でも全市民に伝え

ていただきたいと思います。

また、大きな事業について、進捗状況はもとより、制約や制限等あると思いますので、市と

しての事業を進めていく上でのお考えを議会で御説明していただいた以上に市民にわかりやす

く御説明していただくことをお願いをしておきます。

一般質問初日に地域振興部長が答弁された中に、地域振興基金や財政調整基金について説明

がありましたが、財務部長にお聞きします。現在の地域振興基金、財政調整基金、基金総額の

残高が現在幾らになっているのか、教えてください。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕
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○財務部長（部谷義登君） まず、地域振興基金でございますけれども、これは約40億円でござい

ます。財政調整基金、これは平成25年度末の決算の見込みの数字でございますけれども、先日

も御説明いたしましたように、41億2,000万円でございます。そして、基金総額でございます

けれども、155億2,000万円でございます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 計画的な財政運営を行うための貯金でもある財政調整基金についてですが、

平成26年度予算編成方針で、各部局長を通じて職員に持続可能な財政基盤の確立に向けたガイ

ドラインを堅持するためにも、財政調整基金残高を標準財政規模の10％以上を確保すると指示

をされました。一般質問の初日に財政調整基金残高の説明がありましたが、平成16年の合併時

に14億5,000万円だった財政調整基金が、平成19年度末で20億2,000万円に増額しています。さ

らには、平成25年度末、今説明いただきましたけど、40億9,000万円になる見込みです。平成

19年度末と平成25年度末を比較すると、倍ふえたことになるんですよね。

そこで、財務部長にお聞きするんですが、財政調整基金を増額することができた原因と今後

の展開や取り組みについて説明してください。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 議員先ほど説明されましたように、合併時点約14億5,000万円だった

ものが今年度末で41億2,000万円の見込みということで、26億7,000万円余りの増額が見込める

という状況でございます。

これにつきまして要因でございますけれども、合併以降、これまでに総額60億円を超えます

起債の繰上償還を行っております。その上で行財政改革を進め、過疎対策事業債、ソフト事業

分、そういったものを活用しながら、一般財源の余剰金を捻出をいたしまして積み立ててきた

ものであるというふうに考えております。

さらに大きい要因といたしまして、昨年度でございますけれども、県下２位となります交付

額となりました平成25年度の地域の元気臨時交付金、これが約13億7,000万円ございます。こ

ういったものも大きな要因であるというふうに考えております。

それから、今後の考え方でございますけれども、中期ガイドラインといたしまして、標準財

政規模の10％以上を確保するということとしております。今後も堅持をしていくということで

健全な財政運営を行っていきたいというふうに考えております。

ちなみに、平成25年度の標準財政規模につきましては約250億円でありますので、その１割

ということになりますと、25億円ということになります。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。
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〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 次に、普通会計の地方債残高、いわゆる借金ですけども、平成16年度に

587億円あった地方債残高が平成24年には551億円となり、36億円も減っています。平成26年度

当初予算案の概要では、財政調整基金を確保するとともに、借入額を償還元金以内に制限する

ことにより、地方債残高を減少させる予算化を行ったとあります。平成26年度予算編成方針で

は、基礎的財政収支でもあるプライマリーバランスの黒字を維持して、市債残高を抑制するこ

とで実質公債費比率を16％未満とし、さらに改善するとして示されております。

そこで、お聞きするんですが、実質公債費比率を16％未満とし、さらに改善すると示された

「さらに改善する」とは目標数値の改善ですか。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 持続可能な財政基盤の確立に向けまして、先ほど説明しました中期ガ

イドラインといたしまして、実質公債費率の目標数値は16％未満ということにしておりますけ

れども、これは先ほども議員さんのほうから説明がありましたように、市債残高を抑制するこ

とによりまして将来の公債費を下げていくということでございまして、さらに改善させるとい

うふうにしておりますけれども、平成24年度では13.1％でございまして、平成25年度ではさら

に改善をする見込みでございます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） となると、地方債残高を減少させるには、市債、いわゆる借入金を削減し

ていくことになりますが、そうなると歳入が減ります。そうすると、歳出も削減しなくてはい

けなくなります。歳出を削減すれば、住民福祉サービスや行政サービスに影響が出るのでない

ですか。それとも、歳出を削減しなくてもよい歳入を確保するお考えがあるのですか、御説明

ください。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 歳入が減りますと、当然歳出も減さなければいけないということにな

ろうかと思います。先ほど説明しましたように、歳出が総額が減るということは、その中でも

多くの比率を占めます公債費、こういったものをそのままの状態でありますと、ほかの経費を

抑制しなければなりません。そのためにも先ほど説明しましたように、公債費を下げていきな

がら、歳入歳出のバランスを保ちながら、さらには性質のバランスも整えていきたいというこ

とでありまして、ただ歳入も当然確保していかなければなりませんので、地方交付税はこれま

でも言っておりますように削減いたします。ということで、いろんな経費を削減していくわけ
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ですけれども、市税の当然経常一般財源でありますそういったものの確保についても努力をし

ていかなければならないというふうに考えております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 次に、国の各省庁は、地方自治体に対し規制や補助金等を通じ、広範な分

野において介入を続けておられ、地方自治体がみずからの判断と責任において地域の課題に対

応するという分権型社会はいまだに実現していません。

そこで、お聞きするんですが、三位一体改革が着実に進んでいると思われますか。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 三位一体改革でございますけれども、これは平成16年度から始まった

わけですけれども、当時地方が地方の自由になる財源を国から移譲してほしいということで始

まったわけですけれども、具体的に言いますと、国が負担金や補助金を交付することによって

地方を縛るということではなくて、そういったものを地方の税源に移譲してほしいという地方

の裁量で行政を行っていきたいということで、それは実現したわけですけれども、当時国の負

担金、補助金、国の歳出を３兆円してくれたんですが、そのかわりとして地方に回ってきたそ

の財源、地方税の分は２兆円だったということで、１兆円の差し引き地方の歳入が減ってきた。

そういうことが16年度から３年間をかけて行われたわけでございますけれども、現在もその三

位一体改革の制度はそのまま残ってきております。ということで、それ以降はそうふえてはお

りませんけれども、ただ現在でもその状態は続いているということでございます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 三位一体改革が実施されてから、歳入の自主財源は重要になり、市税の減

収は本市にとって大きなマイナスになるはずです。三次市の一般会計の歳入を見ていくと、不

納欠損額が年々減っています。三次市民が決められたとおりに納税されていることや、市とし

て自主財源確保に努められているのがよくわかるんですが、不納欠損額について、平成17年か

ら平成24年までの不納欠損額の平均が約5,900万円に対して、平成19年度は１億3,000万円でし

た。これは何かあったのか。平成19年度の不納欠損額が突出している原因を教えてください。

それと、不納欠損額処理について御説明をしていただきます。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 平成19年度に不納欠損額がふえた要因でございます。



－233－

当市は、平成16年度の合併に伴いまして、収納室に新たに滞納整理グループを新設をいたし

ました。そこで全債権の債権確保の取り組みを始めたわけです。具体的に言いますと、滞納整

理グループは債権原課、さまざまな部署と連携をいたしまして、滞納債権の管理を徹底をいた

しました。各債権の根拠法に基づきまして、滞納処分の執行停止を行ったところであります。

執行停止後につきましては、各根拠法に従いまして不納欠損を行ったところであります。この

ような取り組みによりまして、平成19年度の不納欠損額が増額したということでございます。

不納欠損でございますけれども、これは例えば所在がわからなくなった方でありますとか、

一時的に外国の方が三次市に在住をされて、課税がされて、そのまま帰国をされたと。そうい

った場合で、それぞれ定められた方法に基づきまして、各法に基づきまして行っている処分で

ございます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） それでは次に、平成26年度予算編成方針で示されておられる三次市の財政

状況の歳入で、普通会計歳入決算額構成比の推移から見て、市税等の自主財源は平成18年度を

ピークに減少傾向にあると説明されておられます。

そこで、３点聞くんですが、自主財源が減少傾向にある原因はどのように分析されておられ

るのかということと、２つ目が、それと今後の自主財源の推移をどのように推測されておられ

るのかということと、今後財務部で市税等自主財源の増収に向けた考えとかがありますか。こ

の３点を説明してみてください。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 自主財源につきましては、基金の繰り入れでありますとか、繰越金、

そういった流動的なものがございますので、年度によって増減はしておるんですけれども、た

だし自主財源の根幹となりますのは市税でございます。これにつきましては人口の減少であり

ますとか、景気、雇用の情勢の低迷などにより減少傾向となっているところでございます。今

後、どのように推移するかということでございますけれども、現在景気につきましても多少上

向いているのかもしれません。法人税等につきましては、景気よりも少しおくれて影響が出て

まいりますので、そういったことで法人税等の動きはあろうかと思いますけれども、個人の所

得につきましても、法人税の後についてくるというようなことで、今後ふえていけばなあとい

う期待というところでございます。

そして、今後の歳入の確保でございますけれども、今債権確保につきましては、収納課のほ

うでいろんな対策をとりながら債権確保に努めておるわけですけれども、今後はそういった取

り組みもさらに強化をしながら、市税等の自主財源の確保に努めてまいりたいというふうに考

えております。
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（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） それでは、経常収支比率についてお聞きしますが、平成24年度の一般財源

の歳出は229億円で、歳入が224億円となり、経常収支比率は94％でした。経常収支比率計算式

の分母となる歳入に含まれる市税等の自主財源が不足していけば、経常収支比率が100％に近

づき、しかも分母となる歳入の中には地方交付税や臨時財政対策費と地方債が含まれています。

一般質問の初日に、平成27年度以降の地方交付税について説明があり、30億円以上と予想され

ていた削減額は軽減されるようですが、いずれにせよ段階的に削減されれば、さらに経常収支

比率が悪い方向に動くはずです。いずれにせよ、自由に使えるお金を確保して、財政に余裕を

持たせるべきだと思います。本市として現在はどのようなお考えがあるのか、御説明ください。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 議員御指摘のとおりでございまして、市税が減少、そして地方交付税

が減りますと、当然市が使える一般財源というのは減ってまいります。経常収支も何もしなけ

れば比率も上がり、硬直化するということでございますけれども、先ほど来申し上げておりま

すように、地方債の繰上償還行いながら、将来は公債費が減るように努力をしておりますし、

総合計画も立てておりますけれども、今年度行財政改革の大綱もできますので、それに基づき

ます推進計画等もつくりまして、将来の歳出の縮減に努めてまいらなければならないというふ

うに考えております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 分子となる特定の性質を持った歳出を行財政改革によって削減した場合は、

例えば人件費などの義務的経費、投資的経費などは比率どおりに換算して縮小できるわけです

が、公債費、いわゆる借金返済までは返済して縮小することはできません。そうなると、歳出

の公債費の占める割合が多くなります。歳出の公債費の占める割合が多くなれば、何か問題が

発生するのか、また実質公債費比率に影響があるのか、御説明ください。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 実質公債費率は、要するに借金を返す比率でございます。当然それが

現状のまま金額が減らなければ、分母が減っていくと当然上がってくるわけですけれども、先

ほど来説明をしておりますように、公債費につきましては将来に向けて減るように努力をして

おりますし、これが変わらないということではなくて、比率を下げるために公債費を削減する
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ための努力をしているということでございます。今後はそういったバランスを保ちながら、先

ほどから説明しておりますけれども、人件費等も含めてあらゆる経費を削減していかなければ

ならないというふうに思っております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） 財務部長、繰り返しになりますが、減額と並行させながら市債残高を減少

させ、実質公債費比率の16％未満を維持し、さらに財政調整基金の残高を標準財政規模の10％

以上を確保するための大きな柱は行財政改革大綱ですか。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 行革と申しますのは、ただ経費の削減をするためだけではないという

ふうに考えております。ただ、行政の効率を上げるため、サービス低下させないようにしなが

ら、行政の効率化をしながら、そういったことに取り組むということでございまして、決して

その大綱だけがそういった将来の財政の健全化に資するものではないというふうに思っており

ます。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） トータルしていろいろと考えてやっていただけるんだろうとは思うんです

が、コスト削減っていうのは行政も企業も考え方は同じようなことなのかもしれませんが、企

業でコスト削減に挑戦する作用、こんなことを言うんです。１ミリ、１秒、１円を大切にする。

また、目標を達成するために、社長を先頭に社員一丸となって行動する際、こういうことを言

うんですよ。お客様というみこしをみんなで担ぐ。ただし、その際、一人でもみこしにぶら下

がっていたら、目標は達成できませんと。

三次市は、市民の暮らしに直接寄り添ったことに投資を優先し、倹約型の財政運営をすべき

ではないかと私は思うんですが、財務部長、倹約型の財政運営をするというか、せざるを得な

い状況ではないですか。

もう一度お聞きします。

平成26年度の一般会計は409億円ですが、一般財源、先ほど言われましたように、標準財政

規模っていうのは250億円ぐらいで、さらにそのうち三次市が独自に使えるのは50億円ぐらい

でないですか。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕
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○財務部長（部谷義登君） 平成26年度の一般会計の総額は409億円でございます。確かにおっし

ゃいますように、そのうちの一般財源というのは二百五、六十億円であろうかというふうに思

います。市が自由に使える一般財源どの程度あるかということになりますと、例えば市が国の

制度でやらなければいけないことといたしまして、さまざまなものがあるんですけれども、例

えばごみの収集や処理、それから消防の経費、保育所の運営、職域も含めた、そういったもの

は全て法に基づく制度で市がやらなければいけないものとなっております。そういった面で、

一般財源の多くはそういった経費に充てざるを得ないということで、50億円かどうかというの

は明言できませんけれども、実際にいろんな施策をやっていこうとした場合には限られている

ということは間違いないというふうに思っております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕

○７番（桑田典章君） まだ時間は少しあるんですけど、これを最後にしたいと思います。

最後に、国の政策と地方の財政について少し触れさせていただき、質問を終わろうと思いま

す。

平成26年度の我が国のＧＤＰは、２月時点の推計で500兆円です。平成９年の523兆円と比較

して23兆円マイナスですが、平成24年度実績値の472兆円から右肩上がりになってるのは間違

いないんです。平成26年度国家予算の一般会計歳出は95兆8,000億円です。そのうち防衛費は

４兆9,000億円です。国の財政と地方の財政は緊密な関係にあり、現在でも地方の財政に国が

大きく関与をしています。しかし、防衛費と地方の財政は全く関係ありません。

仮に我が国が同盟国を守るために戦地に出向けば、政府のほうで考えておられるような短期

間、単発なもので戦争は終わるはずがないんです。このことは歴史が結果として教えてくれて

いるんですが、ただし濃縮ウランや濃縮プルトニウムを使えば、この範囲外です。ただし、こ

れは地球上で一切使うことはなりません。長引く戦争に加われば、日本人の命がまた戦争によ

って奪われることになります。これまでに戦闘地域では、兵士だけでなく多くのジャーナリス

トも命を奪われました。戦争をルール化するということはできないんです。さらに、利益など

生むことのない非生産性の戦争は、国にあるお金を湯水のごとく浪費させるんです。日々金融

緩和政策を行っている我が国の目の前には、社会保障費の高い壁が立ちはだかっています。そ

の壁をとてつもなく重い1,010兆円の借金を背負って乗り越えねばならんのです。消費税増税

前の駆け込み需要があった１月から３月期までのＧＤＰが年率に換算してプラス6.7％と改善

したぐらいではだめなんです。このような経済状況のもとで戦争に参加すれば、生産労働人口

減少と相まって、間違いなく我が国は国力を失っていきます。それを心配し、恐れて、国が地

方の財源や国民の家計にまで踏み込んだ政策などを考えてはいけません。さらには、我が国が

誇る世界一の技術を軍事産業に向けるようなことがあってはなりません。

増田市長は、平成26年度の予算編成方針の中で、今後の国の動向を的確に捉えながら予算編

成を展開することと指示を出されています。現在予算は執行中ですが、引き続き市長を先頭に



－237－

職員一丸となって国の動向に注視していただきたい。そして、一円でも多くの財政調整基金を

積み立てていただきながら、それを持って的確な状況判断のもとで市債残高を削減していただ

きたいと私は思うのですが、どうでしょうか。

（市長 増田和俊君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 増田市長。

〔市長 増田和俊君 登壇〕

○市長（増田和俊君） 私には２つ大きな責任というのは、一つは、財政を健全な運営へ将来へ向

けてつなげていくということ、これが根底にあると思っておりますから、先ほど言いましたよ

うに、積めるときには積んでいこうということで財政調整基金も倍にし、あるいは一般会計の

総額は150億円を超えるそういう中で、今後のいろいろな社会の変化に対応できるそうした財

政運営の糧に思って一生懸命財政運営をしてきました。

それと、その財政運営のもう一つの根底は、事業は進めてきたつもりでありますし、今も進

めてきております。しかしながら、できるだけ国とは違った形で起債残高を減らしていくとい

う趣旨を基本的なスタンスで進めさせていただいて、30億円であろうが、何十億円であろうが、

減額をさせてきたつもりです。これには大きな、今触れられておりませんが、国の、あるいは

県の財源をいかに確保するかということが一つ財政部長から説明に落ちとったと思っておりま

す。とりわけ今三次が国のほうから社会資本整備総合交付金事業というのを採択受けて、今市

民ホールとか、駅前とか、子どもの王国とか、あるいは三良坂等々含めて進めさせていただい

ております。市民ホール一つとってみた場合は、補助事業はないわけであります。ないわけで

すが、トータルのまちづくりを進めていくことによっての市民ホールが補助対象になっていく。

それがひいては一般財源、借金の減額という、そういう面でつないできとるということをあえ

てつけ加えさせていただきます。それが健全財政運営に当たっての私の大きな責任だと。

もう一つは、やはり厳しい財政運営をしながらも、市民の皆さんのニーズにどう応えていく

か、これが議員の皆さんもそうでありますが、私自身の大きな使命であります。それがまさに

合併した10年、そして11年目が最大のピークだと思ってます。それはもうプロジェクト事業が

50億円近いプロジェクトを今進めております。来年度、それはプロジェクト事業の最たるもの

がもう事業が完成しますから落ちてくると、予算の総枠は大幅に減額してきます。まさにこれ

から先の事業をしないということではありませんが、当然ながら事業も進めていきますが、こ

れからは少しでも深堀りをしていくまちづくり、それがまさに到来してきたかなという思いで

ありますから、財政運営も堅持しつつ、市民の皆さんの幸せ、あるいは三次市における拠点性

を生かしたまちづくり、これがまさにこれから正念場であり、発揮どころだろうと思っており

ますから、議員の皆さんにも、桑田議員にも、ぜひ一体となったそういう三次づくりを進めさ

せていただきたい、このように思っております。

（７番 桑田典章君、挙手して発言を求める）

○議長（沖原賢治君） 桑田議員。

〔７番 桑田典章君 登壇〕
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○７番（桑田典章君） 先ほども申しましたように、地方の財政に国が大きく関与しているので、

国に三次市の財政状況を評価されながらの状態でやりくりしなくてはいけないという難しい点

があるとは思うんですが、今後の三次市の強靭な財政力づくりに期待をして、質問を終わりま

す。

○議長（沖原賢治君） この際しばらく休憩をいたします。

再開は午後１時といたします。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

――休憩 午前１１時４８分――

――再開 午後 １時 ０分――

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

○副議長（福岡誠志君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。

順次質問を許します。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 一般質問３日目ということで、あと２人でありますが、市民クラブの竹

原でございます。あとは大森ということでやりますが、時間が大森議員のもいただいてやりた

いと言いましたが、どうしても無理だということで、私の持ち時間だけでやりたいと思います

んで、よろしくお願いしたいと思います。

大きく２点、我々の生活に密着をしてるといいますか、生活に関係ある大きな２点を中心に

質問をしたいと思いますが、まず第１点目の日本国憲法遵守と集団的自衛権行使の問題につい

てということで、大きくありますが、しかし日本国憲法問題というのは、やはり無関心でおっ

ても無関係ではないですよね。我々の生活に直結をしとるという問題でありますから、ぜひと

もこれは市長の認識をお聞きしたいというふうに思っております。

これを議題としたのは、特に日本国憲法の危機だというふうに思うわけであります。特に憲

法９条の平和主義、これの危機ではないかなというふうに捉えておるところであります。

日本国憲法そのものは、御存じのように立憲主義に基づいて行われておるわけでありまして、

憲法によっていろんなことがされると。憲法によって認められている権限だけを憲法の定める

手続、条件で国民のために行使をするということが立憲主義でありますから、そのことを、後

からも言いますが、勝手解釈をしてこうだと言うんだったら憲法は要らないと。何のための立

憲主義だと。日本の平和をこの70年築いてきたこの平和憲法が勝手な解釈によって変更される、

または行使されるということがあってはならないということであります。

特に前段、ここに日本国憲法遵守ということで書いてありますが、これは公務員である者は

憲法を擁護、遵守というよりも擁護をしなければならないというふうに書いてあります。これ

は擁護ということは、その憲法に対して侵害、危害があった場合、これを守るということであ

りますから、公務員はその憲法をちゃんと擁護していかなきゃならないと。総理大臣であろう
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と、国務大臣だろうと、他の公務員であろうとも、これは憲法の99条に擁護義務ということが

明らかにされているわけであります。ですから、今行われようとしてます。きょうの昼のニュ

ースでもあったように、日本国憲法の集団的自衛権の問題を云々とありましたが、これを勝手

解釈をするということはできないのであります。

歴代政権が踏襲してきた憲法解釈を一政権の判断で変更するということは、先ほど言いまし

たように立憲主義を否定するものであり、憲法違反というふうに思うわけであります。

憲法そのものを擁護ということは、そういう歴史的なこともありますし、憲法にちゃんとう

たわれてるということで、また後、市長にそのあたりのところの見解はお伺いをしたいと思い

ます。

それで、次の集団的自衛権行使の問題についてであります。

まず第１に、問題点として挙げるのは、集団的自衛権の行使は国民は認めていないというこ

とであります。求めていないということであります。この４月、５月に行われた世論調査、共

同の調査によりますと、反対は49％、賛成は38％であります。特に現政権に望んどることは、

順番は、景気回復が第１番、雇用対策、社会保障の充実、震災復興、防災、子育て、教育支援

の順番であります。こういうふうに日本の国民は、今安全保障を最優先に朝も昼も晩もマスコ

ミが勝手に報道しておりますが、本当は国民に直結した景気や雇用対策、社会保障の問題、震

災復興が優先をされなくてはならないわけであります。公明党の山口代表も、いたずらに安全

保障、集団的自衛権への勢力を継ぐべきでないというふうに言ってるように、与党内でもちゃ

んとした議論は進んでいないわけであります。

さらに、全国の63議会は、反対、慎重な議論を求めているわけであります。特にこの近隣の

庄原市、安芸高田市両市は、この集団的自衛権の行使については慎重な議論、反対の意見とい

うことで意見書を採択をしとるわけなんです。あとしてないのは、県北ではこの三次市という

ことになろうかと思います。よって集団的自衛権の行使は、国民はまず求めてないことが一つ。

それから、２番目に問題なのは、集団的自衛権の行使は今までどのように使われてきたかと

いうと、大きくは２つの軍事同盟、ＮＡＴＯとワルシャワ条約機構の集団的自衛権が行使をさ

れております。これで他国への軍事介入が行われているというのが状況であります。ごく最近

で言えば、イギリスがアメリカの集団的自衛権ということで参加をしました。で、イラク戦争

の過ちということで、イギリスは数百人の犠牲者を出して、今、国連の当時のアナン国連事務

総長は違法な行為だったと、イラク戦争は、というふうに国際法上でも問題であるこの集団的

自衛権の行使が行われてると。さまざまイラン、イラク、アフガン、その他多くのこうした戦

争の地というのが今あるわけでありますが、こうしたところへ具体的な事例として日本が参加

をした場合、どうなるのかということになるわけです。よって戦死者が出る。または、この

70年間日本の自衛隊が人を殺すこともなく、殺されることもなくおったわけですが、その根幹

が揺るぐということになるわけで、この集団的自衛権の行使が国民的議論が深まってどうとか

という問題ではまだまだないという状況でありますから、１番の求めていないということも含

めてあろうかと思います。
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それから、３番目でありますが、先ほども言いましたように、憲法解釈を閣議決定で変更す

ることの問題点でありますが、先ほども言いましたように、立憲主義国家から離脱をするとい

うことでありますから、こういうことになればやはり憲法を改正をして、ちゃんとその改正を

するということがないと、今の憲法がなし崩し的になると。何のための憲法かと。そのときの

政権で一政権がこうだと言えば右へ行く、こういけば左へ行くということではいけないんで、

やはりそのための憲法を我々は持っとるわけでありますから、やはりそこにちゃんとした国民

としての監視、管理が要るというふうに思います。

それから、自衛隊が他国の戦争に参加していくということの日本の国民としての自覚はでき

ていないと思います。集団的自衛権の本質は他衛であり、最小限度の限定的であれ、自衛官が

他国で起こる戦闘に参加し、自衛官が死傷または他国の将兵、住民を殺傷する率が高くなるわ

けでありますから、やっぱりここがまだまだ議論もされておりませんし、平和憲法を持ってい

る、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という３つの規範要素、これをなし崩し的にな

くするということになろうかと思います。憲法改正を国民に問うべきだということであります。

特に安倍首相が他国の戦争に巻き込まれるとの批判があるが、巻き込まれるのは受け身であ

ると。国民は守るために何をすべきか能動的な責任があるということで、積極的にこの戦争に

参加をするということを５月15日の会見で明言しとるわけでありまして、そういう国の根幹を

揺るがすようなことが、国民的議論があるとはとても言いがたいと。特に戦後朝鮮戦争で機雷

除去に出かけた青年が１人亡くなっております。これだけであります。これは機雷に接触して

亡くなったと。そのお兄さんは、今生きておられますが、戦死者、海外で人を殺すこと、再び

戦争を容認すること、全て国民は許しているのか、認めているのか、ここが知りたいというふ

うにこのお兄さんも言われているように、今まで日本の国というのは、平和主義を抱えて世界

に貢献をしてきてるわけでありますから、その貢献をさらに強めていくべきだというふうに思

うわけであります。

それから、米国の関係が云々ということを言ってますが、日中韓の対話が必要だということ

をオバマ大統領も言ってますし、東アジアの安定、国際関係を混乱させるということで、米国

の国益に損なうということで懸念をしてるということを明言しとるわけで、解釈改憲をして集

団的自衛権の行使をしてくださいというてアメリカは言うとらんわけでありますから、これを

いかにも米国と対等な状況になることがいかにも世界平和だということを何度も言ってますが、

しかしアメリカはそんな戦争状況をこの東アジアに求めていないわけでありますから、平和的

安定を求めとるわけで、議会の報告書にも明らかに米国の国益を損なうと懸念をしてるという

ことを明言をしとるわけで、日本が集団的自衛権を一方的に変えるということにはならないと

いうふうに思うわけです。

さらに、集団的自衛権の行使をするとすれば、今度は日米地位協定の見直しもありますし、

沖縄基地の問題もあるわけであります。今は日本の国内で起こったときには守りますよという

条件でありますが、その他についてはしないということで米国とは明らかにしとるわけであり

ますから、日本の国へ米国の基地があることによって、それで守ってもらってるというのが何
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兆円もわたる基地負担をしとるわけであります。その見返りに防衛ということをしとるわけで、

これが対等になれば、地位協定の見直し破棄ということをしながら、沖縄基地も要らないとい

うことに、沖縄が全国の基地負担も要らないということになるわけで、この情報の共有化とい

うことはあり得ませんし、アメリカのニューヨークタイムズにも、日本は武器輸出よりも平和

憲法を輸出すべきだというとこまで言っとるわけで、やはりそういう状況の中で我々が今この

状況を解釈改憲を行うということにはならないというふうに思います。

それから、５月15日の安倍首相の会見で、今まで日本人は海外に150万人住んでると。年間

1,800万人海外に出かけてますよといって言ってますが、そこで突然戦争が起こったらどうす

るんかということを言ってますが、それは赤十字の飛行機で帰ってくればいいんで、軍艦や軍

機で帰れば敵の的になるわけですから、あえてアメリカの飛行機や軍艦に乗って帰るというこ

とは必要ないわけです。特にアメリカとの協定で、アメリカの艦船や飛行機には乗れないんで

すよね。自国のことは自国で助けるということしかアメリカは明言してないわけで、何を間違

ったのか知らん、安倍首相は、アメリカの飛行機、アメリカの船に乗って帰りょうるところを

攻撃されたら日本人はどうするんですかというわけのわからんことを言って、この解釈改憲を

しようとしてるわけです。ですから、外国におられる皆さんの意見を聞けば、９条があるから

我々は外国で安心して暮らせるんだ。日本人は戦争をしない人たちだという平和的イメージが

好印象なわけで、そのことを投げ捨てていつでも戦争できる国になったら、危なくてしょうが

ないということになって、日本人が危ない目に遭うというのは明らかでありますから、そうい

うことをしないようにやはり９条がちゃんと日本人を守っとるんだということを明らかにすべ

きだというふうに思います。

最後に、日本国憲法12条に、国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力によって奉仕

しなければならないというふうにあるように、我々は民主主義には観客席はないわけでありま

すから、ちゃんとステージに上がって意思を明らかにするということが必要だというふうに思

うわけです。この解釈改憲によって戦争状況になれば、この三次市民が戦争に行くと。市民の

中に自衛隊員が何人もおりますから、それが戦争に行くということになるわけでありますから、

やはり三次市長として、この解釈改憲についてどういうふうに思われてるのか、ここで質問に

したいと思います。よろしく。

（市長 増田和俊君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 増田市長。

〔市長 増田和俊君 登壇〕

○市長（増田和俊君） 日本国憲法と集団的自衛権の行使について持論を詳しく述べられましたが、

私のほうは、その２点についてできるだけ簡潔にお答えを申し上げさせていただきたいと思っ

ております。

現行の憲法は、私が生まれた昭和21年に制定されたものでございます。私自身、この憲法に

基づいた民主教育を受けながら育ってまいりました。私はそういった意味におきましても、こ

の憲法は日本の根幹をなすものとして大切にしていきたいという思いを持っております。また、
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日本国憲法は、基本的人権や平和主義を抱えた世界に誇れる憲法であるとも認識をいたしてお

ります。

次に、集団的自衛権行使問題につきましては、将来禍根を残さないためにも、国民的な議論

を尽くし、慎重な議論を進めていただきたいというように思っております。

以上でございます。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 的確な答弁で。

世界に誇れる憲法でありますから、やはりこれを世界の平和主義の宣言をするということで、

これが重宝されるという社会づくり、土俵づくりといいますか、それをやるべきで、いたずら

に戦争をしたり、人を殺したり、殺されたりする状況を生むというのは現にするべきでないと

いうことを明言して、同じ考え方だということで認識をして、次の質問に入りたいと思います。

まず、総合計画の具体化についてということでありますが、人づくりについてということで

あります。

人口減少問題、昨日もありましたように、日本再生会議が800幾らの消滅する都市というこ

とになりますが、これもちょうど10年前、６月議会で同じように質問してます、私は。そのと

きに、これまちづくり計画が実際には1,200人ふえるというこのころの、実際には6,000人から

七、八千人減ってるというのが現状でありますから、やはりここはちゃんとした人口減少社会

に対して行政がどうしていくのかということを明らかにすべきだと思うんです。ですから、現

実をちゃんと捉えて、それは10万人だろうが、20万人になればいいんですが、とてもならんと

いう。夢を語るだけではやはり行政はできないんで、しっかりした行政をやるためには、やっ

ぱり人口状況を的確に捉えて行政がやられるべきだと、総合計画の中でも明らかにすべきだと

思いますが、いかがでしょう。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 今回総合計画を策定をしました。特にこの中で人口減少、少子化

の流れを緩和し、将来へつながる地域社会を維持していくためには、いわゆる子育てと仕事が

両立できる環境、また就学、就労機会、医療体制などの基礎的な生活基盤に係る条件を整備充

実しながら、産業や地域社会の担い手の確保に努めていくことが重要であろうというふうに思

っております。

また、人口減少、少子・高齢化の適応ということにつきましては、やはり各地域それぞれの

集落の生活に必要な保育であるとか、教育であるとか、医療、買い物、またごみの問題もそう

でしょう。そういった行政機能の維持に努めながら、地域、集落の実情に応じて、それぞれの

効率で持続可能である仕組みづくりを検討し、新たな自治活動を展開していくことが必要であ
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ろうというふうに考えております。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 昨日議論をされてますから事細かには言いませんが、今言った問題もも

ちろんですし、やはり継続、持続可能な社会づくりというのを丁寧に現実に即してやっていた

だきたい。特に農村間といいますか、地域間、大都市と三次じゃなくて、この地域、地域のや

っぱり農村間、地域間の連携をしながらこの地域を守っていくということが地方自治でありま

すし、それが生き残っていく、どういいますか、我々の役目だというふうに思いますんで、ぜ

ひともそのことを視点を忘れないようにやっていただきたいというふうに思います。

この総合計画の中にもありますが、幸せ感、この１月に2014年版、都道府県幸福度ランキン

グというのが出ました。で、広島県は何位かといいますと、残念ながら市は載っとらんのです。

これ見ると、広島県は29位です。学力はええんじゃけど、何がいけんかというたら、悩みやス

トレスのある者が45位とか、健康づくりがいけないとかというのでランクが随分下なんです。

これをまた後からも出しますが、やはりここにありますね。人づくりがやっぱり高位を占めて

ます。人を大切にした県がやはり得てます。東京はこれは財力だけで物を言わせてますから、

これは２位ぐらいにおりますが、やはり人づくり、人間づくり、やっぱりここが大切にされて

ランクが上がってるというのがあろうかと思います。幸せ感、幸福度ランキングというのを、

これは60項目にわたって検証してますが、それもまた後から出していきたいと思いますが、特

に広島県で悪いのは、健康寿命が39位、健康診査が40位、余暇の時間の使い方が45位、持ち家

が40位、ひとり暮らしの高齢化が35位、不登校が33位で、学力は高い、ええんですよ、12位と

か、県民所得は10位とかというてあるんですが、しかし総合的にやはりそうした人のところ、

それから感情障害、鬱病なんかも30位とか、生活習慣も31位とか、余りランクよくないんです。

三次市はどうかわかりませんが、細かにはしてませんが、そういうことで幸福度ランキングは

広島県は非常によくないという状況をしっかりと捉えながら、今後への取り組みが必要じゃな

いかなというふうに思ってます。

それから、人づくりの２番目の子育てしやすい環境ということで、総合計画の中にも書いて

ありますけども、妊娠、出産、子育てしやすい環境、負担の軽減ということがありますが、何

を想定されてるのか。今後、これら以外に、今まで以外にさらにどういうふうに充実をされよ

うとしてるのか、お尋ねをしたいと思います。

（子育て支援部長 瀧奥 恵君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 瀧奥子育て支援部長。

〔子育て支援部長 瀧奥 恵君 登壇〕

○子育て支援部長（瀧奥 恵君） 子育てしやすい環境として目指すものといたしまして、家庭、

学校、地域が連携した地域ぐるみで子どもを育てる環境づくり、官民による育児、保育サービ

スの充実、職域での子育て支援などを推進し、出産、育児、また就労との両立に対する身体的
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あるいは精神的な負担の軽減と経済的な負担の軽減を図るべく、さまざまな施策を取り組んで

いきたいと考えております。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） なぜか時間がないんで深くは言えませんが、制度をしっかりと捉えて、

やはり子育てができる環境をぜひとも充実をしていただきたいというふうに思います。

そしたら、次の人づくりの教育、スポーツ、文化についてお尋ねをしたいと思います。

まず、総合計画を立てたときも言いましたように、習熟度別指導の推進ということがありま

すが、習熟度別の学習の問題点ということで課題を前にも言いましたが、本当に総合計画の中

へそれを入れていいのかどうなのかということはしっかり検証せにゃあいけんのじゃないか。

これは習熟度別学習の問題点ということで、両方、いいというのと、大きな課題があるという

ので２つあろうと思う。私は大きな課題があるほうで思ってますが、ある詩人が、美しく咲く

花の根元にミミズがいると。泥を食って、泥を吐き出して、一生土を耕していると。ミミズが

いる、きっといるというのを歌でつくってますが、美しい花だけじゃなくて、やっぱりちゃん

とミミズがおって、土を耕したり、そういうちゃんと全体、総体を見ながら教育というのはや

るべきだというふうに書いてあります。農業で言うと、下手くそな農業する人は雑草ばっかり

つくりょうると。中くらいな人は作物をちゃんとつくると。で、上手な人は土をつくるという

こともこれにも書かれてますが、教育はやっぱり土をつくる教育でなくてはならないんじゃな

いかなと。じゃから、そういう総体的な、全体的な中身で見て、個別に区別、選別をして習熟

度別学習というのは問題があるんじゃないかなと思いますが、その点お尋ねをしたいと思いま

す。

（教育次長 白石欣也君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 白石教育次長。

〔教育次長 白石欣也君 登壇〕

○教育次長（白石欣也君） 習熟度別の授業についての御質問です。

習熟度別の指導としては、これは児童・生徒の学習内容の理解の程度に応じてグループを編

成し、それぞれに指導することでございます。その狙いといたしましては、児童・生徒一人一

人に基礎的、基本的な内容の確実な習得を図るとともに、児童・生徒の実態に応じた発展的な

内容を指導することによって、思考力等をさらに伸ばすことにあります。

この効果につきましては、平成20年度、国が実施した全国学力・学習状況調査のその調査結

果によりますと、習熟度別指導を行うことによって、低学力層の児童・生徒の関心、意欲、態

度が高まること、習熟度別指導を受けた児童・生徒のほうが受けなかった生徒よりも正答率が

高く、回答意欲も高いことが報告されております。本市といたしましても、習熟度別事業は特

に少人数学級等も含めて力を入れて取り組んでいるところでございます。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）
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○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） また別の機会にこの習熟度別は議論したいと思いますが、今言うように、

確かに下位の子どもはええときがあるんですよ。しかし、それは全体でせんとだめなんです。

そこだけでやったらだめだということも課題の中に明らかになってますから、確かに今言われ

るところは一面的なんです。もう全体を見ながら本当に教育というのはやるべきだというふう

に思います。

それから、子ども、夢、未来、どうなのかということで、中学校を卒業して三次へ住みたい、

三次へ住んで保育士になりたい、看護師になりたいという夢があります。それをどういうふう

に実現をしていくのかということが必要だろうと思うんです。そこが子どもの夢・みらい塾な

ど具体的なものがあればお聞かせ願いたいと思います。

（教育次長 白石欣也君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 白石教育次長。

〔教育次長 白石欣也君 登壇〕

○教育次長（白石欣也君） 子ども夢・みらい塾は、この昨年度策定した三次市総合計画の中にも

具体的な取り組みとして上げているものでございまして、今年度から新しい事業として実施し

ていきます。

この内容といたしまして、本市が目指す人づくりの基盤となる学校教育において、知・徳・

体の県内トップファイブの実現、そして日本一の英語教育の推進とコミュニケーション能力の

育成を目指しております。具体的には、子どもイングリッシュキャンプと子どもの体力充実に

向けた取り組みの２つを計画しております。

この子どもイングリッシュキャンプについては、外国人指導者とともに英語のみを使ったゲ

ームや活動等を通して、英語に興味を持ち、他者と積極的にコミュニケーションを図ろうとす

る子どもを育てることを目的としております。これは小学生の入学キャンプ、中学生を対象に

した基礎キャンプ、発展キャンプをそれぞれ年１回計画しており、この体験が今後の英語教育

の大きな推進力になると考えております。

また、子どもの体力充実に向けた取り組みについては、現在詳しい内容を検討しているとこ

ろでございます。

議員の御指摘いただいた将来の生活設計、どういった職業につきたいかというような部分に

つきましては、三次市の小中一貫教育の中でキャリア教育をコアカリキュラムの中で進めるよ

うにしておりまして、その中で実際に職場を訪問したりとか、いろんな職種について研究した

りとか、地域に根差した活動とともにキャリア教育を進めていこうという内容にしております。

そういった中で、自分が目指すキャリアプランをやはり小学校あるいは中学校のうちにある

程度のものをつくって、その目標に目指してしっかり取り組んでいくと。自分につける力がど

ういったものが必要かと、そういったものも考えさせられるような小中一貫教育を目指して取

り組んでおるところでございます。
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（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） そうなんですが、要するに子どもたちがこういうことを目指したいと言

ったときに、どう行政がそこはバックアップして、その手だてをする。イングリッシュキャン

プもいいですが、その取り組みはいいんですが、そういう三次へ住んでこうしたい、ふるさと

で頑張っていきたいという子どもたちをどう育てるかということもちゃんと子どもの夢・みら

い塾というのは考えてもらいたいなと思います。

それから、時間がないんで、小中一貫校と併設型中高一貫校教育の矛盾ということで聞こう

と思ってましたが、これもまた別な機会にしたいと思いますが、ただ市内の小・中学校の生徒

の一覧表を見ると、たくさん小学校６年生が５人とか６人とかおって、これが中高一貫校へ行

ってしまったら、例えばそこの中学校は３人しか入らんということになってくるわけで、やっ

ぱりそのあたりの矛盾がしっかり議論をして解決をした中でこれは取り組むべきだというふう

に思います。総合計画の中でもっと議論を深めなくてはならない課題だというふうに思います。

その次に、三次の文化の継承、発展ということで、これは岡田議員のほうからもありました

ように、鵜飼いの問題であります。

鵜飼いが文化財の登録をされて指定をされておりますが、しかし三次市の補助というのは非

常に薄いというふうに思います。やはりこの鵜飼いを文化財に指定してまでやりょうるわけで

すから、やっぱり教材化をするとか、後継者を確保するとか、そういうことで三次のたくみで、

川舟の問題もそうですが、川舟を守る会がつくられて今やられてますが、これらの一貫した三

次の文化の継承、発展をどう大切に育てていくのかということについてお尋ねをしたいと思い

ます。

（教育次長 白石欣也君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 白石教育次長。

〔教育次長 白石欣也君 登壇〕

○教育次長（白石欣也君） 伝統文化をどういうふうに発展、継承ということで、教育委員会、特

に学校で取り組んでいる内容について答弁させていただきますと、鵜飼いを取り上げていただ

きました。鵜飼いにつきましては、小学校の総合的な学習の時間等で取り上げてる学校がござ

います。また、中学校の意見発表、プレゼンテーションを取り組んでいる学校もありますが、

その中で鵜飼いを取り上げて、しっかり発表している子どももおります。そういった自主的な

研究あるいは今後の鵜飼い、伝統文化のあり方等も含めてそういったものを発表するという生

徒もおります。

また、三次の文化としましては、ほかに三次人形や食文化のワニについても学習している学

校がございます。

文化の伝承につきましては、総合的な学習の時間を中心に、地域や学校の特色に応じた課題

を設定するなどして学習を行っております。
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本市が取り組んでいる小中一貫教育でも、コアカリキュラムにおいて、地域の人、物、事を

含めた伝統文化を視野に入れた教育活動を展開しております。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 先ほども言いましたように、幸福度、幸せ感というのはやっぱり人づく

りですから、人をちゃんと大切にして、今言う鵜飼いへ焦点を当てれば、そうした教材化をし

たり、全体で取り組むという姿勢をぜひとも出してもらいたいと思います。そうせんと、今せ

っかくそういう若い人たちが、この前テレビもあったように、やっていただいてますから、そ

れをバックアップせんと、これは地域振興課も含めて非常に幅広い取り組みの中で進めていた

だきたいというふうに思います。

それから、教育シンポジウムの予算が50万円ありますが、これはどういうふうな取り組みに

なってるのか、お尋ねをしたいと思います。

（教育次長 白石欣也君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 白石教育次長。

〔教育次長 白石欣也君 登壇〕

○教育次長（白石欣也君） 教育シンポジウムにつきましても、今年度新たに実施する事業でござ

います。これは市民一人一人が未来の三次、教育、夢について語り合うことを通して、教育を

市民に近づけ、市民総参加で学校教育、子育てを行うまちづくりを進めるきっかけとすること

を目指しております。

現在、官民一体となった実行委員会準備会を立ち上げておりまして、具体的な内容について、

その準備会で協議をしていただいております。開催時期やその内容についても、現在検討して

いただいてるというところでございます。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 新しく市民ホールができますから、そこで大々的に教育は市民の手にあ

るというのを実現をしてもらって、やはり三次へ住みたいなあという環境づくりをぜひともつ

くっていただきたいと思います。

では、次のですね、忙しいんですが、暮らしづくりについてですが、特に高齢者の福祉の中

でひとり暮らしの高齢化率が広島県高いんですよね、35位ということで。やはりこのあたりの

取り組み、地域包括ケアシステムの構築が非常に大事になってますが、なかなかそこだけでは

取り組めないと思いますが、どういうふうに想定をされてるのか、お尋ねをしたいと思います。

（福祉保健部長 森田和利君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 森田福祉保健部長。

〔福祉保健部長 森田和利君 登壇〕
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○福祉保健部長（森田和利君） 高齢者の方のさらなるひとり暮らしだとか、高齢者だけの世帯、

こういった高齢化の社会がますます進行いたしますが、そういったもののこれからの対応とい

いますか、地域で目指すものは、地域包括ケアを目指しております。高齢者の皆さんが病気や

認知症等によりまして介護の必要な状態になりましても、住みなれた地域で今まで以上に在宅

生活を継続できるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供できる体制の実

現でございます。

これまで介護保険事業計画におきましては、地理的条件、人口、交通事情、その他社会的条

件、また介護とか医療サービスの提供基盤の整備状況などを総合的に勘案いたしまして、市内

を北部、西部、中部、南部、東部の大体５つの生活圏域で分けております。今後、この５つの

圏域を地域包括ケアシステム体制を効率的に推進していくために、これを基本といたしますけ

ども、実際にはこれを推進するために地域ケア会議を通したネットワークづくり、これを強力

に推進をしていく必要があろうかと考えております。

この５つの圏域だけでは少し広過ぎますので、もう少し地域事情等緩和しながら細かく設定

したことも必要だろうということで、今回次期介護保険事業計画を策定してまいりますが、こ

の中でこの地域ケア会議の設定の仕方等も定めてまいりたいと考えております。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 提言をしときたいと思いますが、やっぱり小学校地域とか、規模を人数

やらいろんな構成条件において一括にするんじゃなくて、やっぱりなるべく小さな範囲でやる

べきだというふうに思います。

けさも同僚議員が、おばあさんが立っておられるんで、私はどうなんじゃろうかというて家

へ連れて帰ったということがありますから、やはり小さい範囲でないとなかなかわからんのじ

ゃないかなと思います。

それでは、次の仕事づくりでありますが、女性の就労促進について、これも広島県は25位と

いうことで、女性の労働比率が低いということで、ＯＥＣＤの中でも仕事と生活のバランスも

これも32位だったですか、非常に悪いという状況でありますんで、仕事の女性の就労促進をど

ういうふうに考えておられるのか、お尋ねをしたいと思います。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 本市におきまして、女性の活躍促進プランの構築のために、現在、

女性の活躍促進プロジェクトを立ち上げており、国の動向や現状と課題の分析を行いながら、

女性が働きながら子育てできる環境日本一を基本方針として、現在検討を行っております。具

体的には、女性の子育てと就労を両立させるための方策や男性の子育てへの参加、女性を輝か

せる企業や事業者等を支援する施策の充実、また地域において女性が主導的立場で能力を発揮
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できる環境整備を目指して、その取り組みの検討を行ってまいります。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 国もそういう方向を出してますんで、国がしょうるけえじゃなくて、三

次市も独自にやっぱり女性の労働の確保なり、条件の整備などをすべきだというふうに思いま

す。

では、環境づくりのところでありますが、特に合併10周年でブッポウソウを市の鳥に追加を

しようということになってますが、ブッポウソウの保護条例をつくってやるべきではないかと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） ブッポウソウにつきましては、現在本市では平成17年に市の鳥をセグ

ロセキレイ、そして花を桜、木をもみじと定めております。その中で、特に市の鳥に関しては、

今作木町あるいは吉舎町等で地元の方々が保護活動に取り組まれた結果、ブッポウソウが多く

飛来をするようになっておりまして、本市は日本一のブッポウソウの里とも呼ばれているよう

になっております。このようなために、合併10周年という記念の年に当たりまして、市の鳥に

ブッポウソウを加えることを検討をしておりまして、今後この合併10周年の記念事業委員会に

提案し、検討をいただきたいと考えております。

先ほど御指摘の保護条例については、現時点ではそこまでは考えておりませんけども、市の

鳥ということで少し御提案もさせていただきたいということでございます。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 今度の22日に「ダーウィンが来た！」、ＮＨＫの19時半からですか、や

るみたいなんで、これも宣伝にもなりますから、ぜひともやっていただきたいと思います。

それでは、仕組みづくりの公契約条例について、その後どういうふうになっているのか、お

尋ねをしたいと思います。

（財務部長 部谷義登君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 部谷財務部長。

〔財務部長 部谷義登君 登壇〕

○財務部長（部谷義登君） 公契約条例に関しましては、労働条件を保護するという考え方は理解

するところでございますけれども、国の法制によって行うべきことであるというのが基本的な

考えでございます。また、元請と下請間の契約、労使間の労働条件を監視をし、指導を行うと

いうことは市が行うべきことではないというふうにも考えておるところでございます。
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（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 地方自治体が独自にやっても構わんのんで、ぜひともやっていただきた

いというふうに思います。

最後に、下水道料金の設定で、非常に変更手続が難しいということになってますが、これに

ついてどういうふうに考えられてるのか、お尋ねしたいと思います。

（水道局長 坂本高宏君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 坂本水道局長。

〔水道局長 坂本高宏君 登壇〕

○水道局長（坂本高宏君） 下水道の人数制による使用料は、条例により毎年４月１日現在の住民

基本台帳で確認された世帯人数を基準として算定することとなっております。その後、世帯人

員に変更が生じた場合は、変更届によって確定された世帯人員を基準とすることとなっており

ます。

住民基本台帳の異動を伴わない使用人数の変更については、使用者の方からの届け出以外把

握できないため、不在である等の証明できる書類を添付し、変更の届け出をしていただく必要

があり、正確を期すため毎年お願いするものです。

住民の負担の軽減や手続のミス防止には、条例の規定そのものに課題があると認識しており、

条例の見直しを含めて検討をしてまいります。

（20番 竹原孝剛君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 竹原議員。

〔20番 竹原孝剛君 登壇〕

○２０番（竹原孝剛君） 十分検討してください。よろしくお願いします。

それでは、時間が来ましたんで、終わります。御清聴ありがとうございました。

○副議長（福岡誠志君） 順次質問を許します。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） 慌ただしい一般質問の後で、私の時間を上げると言ったのに、要らない

というからこういうことになる。

市民クラブの大森俊和です。

引き続いて、この会期最後の質問者になります。私のほうは時間がたっぷりありますんで、

真摯なるお答えをお願いしたいと思います。

まず最初に、三次市の危機管理についてお伺いをしたいと思います。

先ほどの竹原議員のいわゆる集団自衛権の問題等も関連することなので、十分にお答えをい

ただきたいと思います。
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三次市では、これまで山の災害、いわゆる地崩れとか、そして川の増水の問題、谷ごの鉄砲

水の問題、そういうようないわゆるこの地形に合った危機管理というものは取り組んでこられ

たし、また現在もコミュニティセンターを中心にその防災組合等の発足を促して、その危機管

理についての取り組みをされております。また、いざ災害が起きたときに防災用のグッズ等も

各コミュニティに保管をするよう取り組みが行き届いているように感じております。

本日私がお聞きをしたいのは、それはそれでその三次市に合った防災というものも大事です

し、これも取り組まなきゃいけない喫緊の課題だというふうに考えております。ただ、今まで

三次と島根原発との関係というものを言われてきましたが、これを具体的に議論をされたとい

うのは余り記憶にございません。

島根原発というのは、御案内のように、この中国地方の原発では一番三次市に影響を与える

原発と言われております。最近は、広島県、岡山県、島根県等で、いざ原発に有事の際は、そ

の避難を受けれる体制として３県のネットワークというものができました。しかし、島根原発

が今有事の際にこの間言われてきた風向きの関係において、三次市に相当な被害をこうむるだ

ろうということが言われてきましたが、三次市がそれについてどういうような議論を重ねてお

るのか、お聞きをしたいと思います。

御案内のように、この間阪神大震災、東日本大震災、また近いところでは芸予地震というも

のが起きてきております。これは天然のいわゆる自然災害というものが起こり得ることも視野

に入れなきゃいけない。また、三次市においても、今まで地震そのものが少なかったけども、

しかし一昨年、２年前ですか、かなり震度５弱の大きな地震があり、また震度１、２ぐらいの

地震も常に起きておるような状況にあります。

また一方では、先ほど言いましたように集団自衛権の関係で、いざ集団自衛権を行使をする

ということになれば、例えばＡという国があります。そこに対して集団自衛権を行使をする。

それは戦争の中に入ってしまうことになるんですね。Ａという国は、その日本に対して攻撃を

仕掛けてくるということが今度は起きてくる。そういう怖さを持った集団自衛権の取り組みと

いうことになるわけです。

それで、日本の中でいざ戦争という有事の際には、まずよその国はどういうふうな戦法をと

るかというと、まず一番最初に原発を攻撃するのが一番効果的だというふうに言われておりま

す。例えば、島根原発へミサイルを撃ち込んだ場合に、先ほど言いましたように、風向きの関

係からいうたら、この広島県まで全部放射能の影響を受けるわけであります。福島第一原発で

は、約250キロ離れた町村もいわゆる避難対象になるとこも出てるわけです。島根からこの三

次まで約70キロですか。そういうことになれば、その放射能被害も視野に入れた議論というも

のを既に三次市として議論をしていかなきゃいけないというふうに考えております。そういう

意味において、その危機管理の議論がなされておるかどうか、お伺いしたいと思います。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕
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○総務部長（藤井啓介君） 広域の原発事故等に対する三次市独自の対応についての具体的な議論

というのは、現時点ではしておりません。しかしながら、基本的な認識として、福島第一原発

事故では、飯舘村など50キロを超えて避難が必要になった汚染の被害を受けた地域もございま

すし、先ほど議員御指摘のように、この福島第一原発事故では、東京あるいは長野といった

250キロという圏内にも放射性物質が飛散をしているという、これは事実でございますので、

基本的な考え方として、本市も島根県に隣接をしているといったこともございまして、災害に

想定外は通用しないという認識が必要であると考えているところです。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） 災害に想定外はないということを認識されるならば、なおさらのこと、

この議論を三次市としてどうなのかということの議論をすることが必要だろうというふうに思

います。島根原発もそうですけども、原子力発電所は安全というその神話はもう既に崩れてお

るわけです。現にあれほど事故が全くないというふうに言っておった島根原発が、けさの新聞

では、シートがこげたような跡が何カ所が見つかっておる。これは大変危険なことですね。そ

ういうことを想定しないものとして原子力発電所というのは建っとるんです。だから、今から

十五、六年前、20年近くなりますけど、私が島根原発へ研修に行かさせていただいたときに、

そこの原発の所長さんは、こんな安全ないいところはない。私はここへ家を建てて住みたいぐ

らいだというふうに言われておりました。しかし、福島原発や、またよその大飯原発なんかで

もそうですけども、老朽化に伴い小さな事故が次から次へ起きてくる。その中に島根原発があ

るということになれば、それはもうそこのところをきちっと認識しながら、既に議論を始める

べきだというふうに思いますけど、もう一回そこらの考え方について御答弁をいただきたいと

思います。

（総務部長 藤井啓介君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 藤井総務部長。

〔総務部長 藤井啓介君 登壇〕

○総務部長（藤井啓介君） このたびの島根県、広島県、岡山県のこの３県の協定は、国の防災基

本計画に基づいて、原発から30キロ圏内の地方自治体に義務づけをされている広域避難計画に

基づくものでございますけれども、先ほども申し上げたように、いや、30キロ圏外だからとい

って本市が被災をしないという保証はございません。したがいまして、この協定に際しても、

三次市として、原子力災害というのは非常に被災の範囲が広域に及ぶということが想定をされ

ますので、広島県に対して30キロメートル圏内のみでなく、さらに広域の対応が必要であると

いうことを問題提起もさせていただいております。そういった広島県を含んだ広域の中でしっ

かりと議論をしていく必要があるというふうに感じておりまして、その方向で現在問題提起と

か、あるいは全国の市長会でもこの30キロ圏外の対応について国に意見書を出させていただい

ているようなことでございますので、そのような対応を考えております。
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（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） ぜひともそこのところをお願いしたいと思います。

何かよく国なんかも勘違いするのは、30キロ圏内という規定をすると、そこの中の問題とし

てもう頭の中にインプットしてしまうんですね。だから、三次市なんかというのは、ほとんど

眼中にない扱いにされる。私たちからいうたら、いろいろ勉強させていただきましたけども、

むしろ岡山のほうが何の影響も受けない、風向きからいうたら。三次市が一番先に影響を受け

る。30キロ圏内というたら、奥出雲ぐらいのところですか。それぐらいの範囲内だったら、岡

山なんかはほとんど影響がないと言われております。

ただ、三次の場合、何で影響を心配するかというと、御案内のように、風向きは確実に島根

原発から三次の上空へ向いて風が吹くというのが、これは学者の通説でありますから、したが

ってそういう意味で今回のこの問題を大変心配しておるということでありますから、きょう、

あしたみたいな雰囲気ではないんですけど、しかし私としては、もういざ有事の際に備えての

三次市のスタンスというものを考えておく必要があるのではないかなと思います。

それでは、次の生活交通についての質問に移らさせていただきます。

これは生活交通の問題については、ここ何年も続けて質問の機会を得て発言をさせていただ

いております。今までの流れをまとめると、私は、郊外の周辺の地域に住む高齢者を、または

子どもたちを、いわゆる生活弱者と言われる立場の人たちを視点に置いて発言をさせてきてい

ただきました。今まで議論がかみ合わなかったのは、それと車の運転ができる体の自由がきく

方たちとの視点を持たれた執行部と、そういう意味で議論がかみ合わなかったんではないかな

というふうに私自身も思っております。

いずれにいたしましても、市の側から言わすと、今までの答弁は市民タクシーまたは福祉タ

クシー等の制度を活用していただいて、市民の皆さんに十分活用をしていただきたいという答

弁に終始をされておりました。しかし、この市民タクシーというのは、例えば４キロ以内に医

療施設、商業施設、そういうものがない地域というふうに限定をされておったり、例えば２名

以上というふうに規定をされたり、その日例えば高齢者の方がちょっと体調を崩したから、私、

きょう行かれんわあというて電話をされたときに、今度は残りの１名の人がそれが使えないと

いう状況も生まれてくる。そういうハードルの高さというものが余りにも多いから、または利

用組合というものを設立して、そのお世話をするのが地域の方にいなかったり、粟屋の中では、

一つの常会を十日市に出とられる方が携帯電話でもって連絡をし合いながらそのお世話をして

おるという事実もございます。だから、そういうふうに市民タクシー等も使えれば私は大変結

構なことだと思うんです。だから、使えないからこの間ずっとしつこくこの生活交通の確保と

いうものを質問の議題にさせていただいておる次第であります。したがって、そこらのところ

のハードルをどういうふうに考えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）
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○副議長（福岡誠志君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 市民タクシー制度につきましては、これまで議会で御指摘をいた

だいた点や、現在この制度を利用していただいている組合からの要望をもとに、現在要件の見

直しについて具体的に検討をしております。

議員在住の粟屋地域でも、先般５月30日に粟屋町における交通手段確保に向けての検討委員

会を立ち上げていただきまして、検討が始まったとこでもございます。

御指摘のように、現在の要件のままでは粟屋地域においても市民タクシーを活用できない地

域が出てくるということでございますので、やはり現在最寄りの医療機関等からの４キロ、ま

た距離要件や、また１回当たり２人以上、そして１週間当たり利用回数２回までという制限に

ついては、これは地域の実態に即して要件の見直しを行うように現在検討しております。粟屋

地域のみならず地域での市民タクシー制度を活用する場合、全ての地区で対象となるよう、具

体的な案を現在作成中でございます。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） 現在作成中ということなんですが、いつごろになりそうなんですか。そ

れはやはり高齢者の方が病院へ行こうとしても、先ほど言ったようなことで大変に交通の不便

を感じていらっしゃいます。粟屋のみならずですが、これは後山のほうであったり、河内地区

であったり、先ほど言いました商業施設なんかが粟屋の場合は目の前にありますから、目の前

というて川の向こうにね。それから、整形外科の病院も橋を渡ったところにあります。そうす

ると、もう全く使えない。後山や河内地区の方は、そういう商業施設や医療施設がないのにも

かかわらず、先ほど言いましたように、地域の高齢化によってお世話する方がいらっしゃらな

かったり、または先ほど言うた２人のうちの１人みたいなそういういろんな条件の中で使えな

い。結局は身銭を切って自分のタクシーで、例えば年金の中からそのタクシー代を出してみた

り、そういうふうに悪循環をしておるんで、できればこういうことはもとへ置かずに早速やる

べきだと思いますが、その検討がいつごろになるのか、またはその制度改正がいつごろになる

のか、わかれば教えていただきたいと思います。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） この要綱といいますか、制限の要綱見直しにつきましては、次回、

今月末に予定をされております粟屋地区の検討委員会のほうで具体的に提案をさせていただき

たいというふうに思いますし、現在粟屋地区のまちづくり協議会のほうで積極的にこの問題に

かかわっていただいておりまして、粟屋地区のエリアをどういうふうに設定をするのかという

とこも踏まえて、今月末の検討委員会には提案をさせていただき、早い時期、夏には実行に移
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してまいりたいというふうに思います。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） 部長、勘違いしてもろうちゃあ困るんですが、これは粟屋だけのことで

言ようるんじゃないです。この生活交通の確保というのは、御案内のように、三次市というの

は旧三次町、十日市町、八次地区を中心に、ずっと周りはいわゆる限界集落を迎えた地域が非

常に多いんですよ。だから、そういう意味でいろんな地域からの皆さんのお声をいただいて、

私はきょうここに立たせていただいとるんです。これが粟屋だけだったら一般質問することは

ないんですよ。部長のところへ行って、菓子箱さげていきゃあ済む話です。だから、そこのと

ころは勘違いをしないように、三次市としてそのハードルの高い市民タクシー等の扱いをどう

するかという議論ですから、それにはそういうふうな視点でお願いをしたいというふうに思い

ます。

市民タクシーは、見直しを含めてハードルをどうするかということをこれから議論されるよ

うであります。

もう一つは、三次市が委託をしておるくるるんバス、これを今の一般の会社が運営する公共

の交通網と、それと重複したんじゃ意味がないじゃないかという声があります。せっかくのく

るるんバスですから、それを周辺部へ回すという考え方はないんですか、お伺いします。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 現在のくるるんバスにつきましては、市街地循環バスという形の

中で取り組んでおりまして、これを周辺の部に延長するということについては、現在考えてお

りません。しかしながら、今後の三次市の交通体系においては、やはり見直すべき必要があろ

うかというふうに思っておりますので、先般５月に国において地域公共交通の活性化及び再生

に関する法律の一部を改正する法律が成立をしました。この法律では、人口減少や高齢化が進

展する中で、まちづくり等の地域戦略等、一体となった公共交通の再編が求められております。

今後、三次市公共交通会議でさまざまな御意見をいただきながら、総合計画を踏まえて、地域

のそれぞれの拠点をどのようにまとめていくのか、またそれにさまざまな交通体系、交通網を

どのように合わせていくのかも含めて検討しながら、将来にわたって持続可能な地域公共交通

の形成することを目指して、今年度計画を策定をする予定でございます。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） このくるるんバスというのは、使える人にとっては大変便利なバスであ

ろうと思いますし、しかし使えない人から見たら、何であんな無駄なことというふうな見方を



－256－

されておられる市民の方もまた一方ではいらっしゃいます。そういうところはやはり是正をし

ていかなきゃいけないと思うわけです。で、問題なのは、今をそれをクリアしても、くるるん

バスも福祉タクシーも市民タクシーも含めて、今後５年先、10年先にこの三次市の交通体系に

合うものかどうなのかということもやはり議論の俎上に上げなきゃいけないと思うんですよね。

今三次市も、皆さんよく御存じのように、高齢化が異常な速さで進んでおります。もっと言え

ば、周辺はもう限界集落通り越して何とか生き延びておるというような地域もいらっしゃいま

す。しかし、地域の共同体というものを活用しながら、またそこへ参加しながら何とかしのい

でおられる地域もあります。そういう中にあって、やはり10年先の交通体系、交通に対する考

え方というものを今のうちにまとめておかないと、今部長は、まあ、そのときはそのときよと

思われるかもしれないですけど、こういう緊張のある議論をした本人がいなくなった後で、ま

た10年先を議論したって始まらないわけですから、やはり今の部長の時代にそこらのところの

考え方というものをしっかりまとめていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

（地域振興部長 福永清三君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 福永地域振興部長。

〔地域振興部長 福永清三君 登壇〕

○地域振興部長（福永清三君） 公共交通というのは、やはりまちづくりの一つであろうというふ

うに思っております。先ほど御指摘ありましたように、通院等で公共交通機関が不十分で、い

わゆる社会保障の弱者である皆さん方に負担を強いることのないようなことも考えていかなき

ゃならないというふうに思います。そういったことも踏まえて、今回の総合計画の中では、地

域拠点をどのように今後していくのか、またそれに合わせたさまざまな生活交通をどのように

合わせていくのかなど、持続可能な公共交通のあり方について今後も検討してまいりたいと思

います。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） それでは、しっかりとした議論を重ねていただいて、やはりそこの一番

大事な部分を確立していただきたい。これは私は三次に住まわせていただいとるから、どうも

三次の中のことにあれするんですけども、周辺の旧郡部、作木であったり、君田であったり、

布野であったり、吉舎、甲奴、やはり同じように高齢者の方が苦しんでおられます。広くなれ

ばなるほどその要件というのは広がっていくわけですから、そこのところもしっかりと視野に

入れていただいて、市長が前におっしゃったように、ハードの箱物はもう終わりだと、次は市

民のための福祉だと、生活優先だということを言われるなら、やはりそこらのところの問題も

クリアしていただくようにお願いをして、次に入っていきたいと思います。

それでは、３点目の生活扶助基準の見直しに伴う就学援助制度の影響について質問をさせて

いただきたいと思います。

これはもう教育委員会は県からの通達等もあって、しっかりと議論をしていただいておるよ
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うに聞いております。これは経済的な生活困窮者、社会の弱者と言われる方々、生活保護であ

ったり、さまざまな制度を使わなければならない、そういう状況、環境に置かれた家庭の子ど

もたちが、その見直し、所得基準の引き下げというものを文科省が行いました。それにかかわ

って、所得基準を下げることによって、子どもたちのあらゆる手だてというものがなしという

か、使えなくなっておる地域があります。東京で言うたら、杉並、葛飾、中野区、神奈川県の

横浜市、相模原市、静岡県の浜松など９市区町に上っております。

慌てて文科省は各県に対して通達を出して、経済的理由により就学困難な児童・生徒の保護

者への援助については、学校教育法第19条の規定により、市町村において適切に実施されなけ

ればならないこととされております。そして、その文面の終わりに、追って平成26年度政府予

算案においては、消費税等も踏まえつつ、要保護者に対する就学援助に必要な経費を確保する

とともに、平成25年当初に要保護者として就学支援を受けていた者等については、生活扶助基

準の見直し以降も引き続き国による補助の対象とする取り扱いを継続していることを申し添え

ますという文科省の児童・生徒就学支援係の名で全国に通知を出されております。このことに

ついて三次市はどういうスタンスをとられるのか、また三次市のこの子どもたちの教育の機会

均等を保障するという立場にあるならば、どういうふうなお考えを持たれるのか、お聞きをし

たいと思います。

（教育次長 白石欣也君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 白石教育次長。

〔教育次長 白石欣也君 登壇〕

○教育次長（白石欣也君） 昨年度、国によりまして生活扶助基準の見直しが行われ、議員の御指

摘のとおり、基準額が下げられたということがありました。これにつきましては政府として対

応方針の中で、この基準額の見直しが他の制度に影響を与えないようにできる限り配慮してほ

しいということで、厚生労働省から文部科学省のほうへそういった通知が来、文部科学省のほ

うから各地方自治体へそういった配慮をしてほしいという通知が届いたわけでございます。

本市におきましては、生活扶助基準の見直しが就学援助制度に影響しないよう、昨年度の基

準ということで、その基準を使いまして認定作業を行っております。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） ありがとうございます。

昨年度の基準でということは、扶助基準が下がったにしても、そのままの基準でいくという

ことですね。はい、ありがとうございます。

また、教育に対する子どもたちの教育権に対する今回の三次市は今までどおりでいくという

ことになるわけですけども、そこらの考え方についてはいかがでしょう。文科省がやった不始

末を三次市が批判するというのはちょっとしんどいかもわかりませんけども、しかし子どもの

教育権を脅かすという意味ではいかがでしょうか。
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（教育次長 白石欣也君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 白石教育次長。

〔教育次長 白石欣也君 登壇〕

○教育次長（白石欣也君） 先ほど文部科学省からの通知、今年度受けまして、この制度について

三次市教育委員会でも検討してまいりました。この就学援助制度につきましては、何より児童

・生徒の教育を受ける環境を支援するという観点を最重要と捉えました。それは本来的な目的

であるということも再度その教育委員会の会議の中で確認する中で、４月、教育委員会会議の

中で関係例規の一部改正を行いまして、従来の基準で認定事務を行おうということで決定した

ところでございます。

（19番 大森俊和君、挙手して発言を求める）

○副議長（福岡誠志君） 大森議員。

〔19番 大森俊和君 登壇〕

○１９番（大森俊和君） 以上で終わります。ありがとうございました。

○副議長（福岡誠志君） 以上で一般質問を終わります。

お諮りいたします。

あすから24日までの６日間、委員会審査等のため本会議を休会したいと思います。これに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（福岡誠志君） 御異議なしと認めます。

よってあすから24日までの６日間、委員会審査のため本会議を休会することに決定いたしま

した。

この際御通知いたします。各委員長からお手元に配付の委員会審査日割り表のとおり、委員

会を開催するとの申し出がありましたので、御通知いたします。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

御苦労さまでした。

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～

――散会 午後 ２時２４分――
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地方自治法第123条第２項の規定により、ここに署名する。

平成26年６月18日

三次市議会議長 沖 原 賢 治

三次市議会副議長 福 岡 誠 志

会議録署名議員 大 森 俊 和

会議録署名議員 國 岡 富 郎
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